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「
秩
序
自
由
主
義
」
に
お
け
る
対
ナ
チ
協
力
と
抵
抗
（
一
）

小

野

清

美

は

じ

め

に

Ⅰ

ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
の
誕
生

Ⅱ

ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
の
中
で
の
活
動

１

開
戦
初
期
ま
で

（
１
）
ナ
チ
体
制
へ
の
転
換
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

（
２
）
四
カ
年
計
画
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

２

大
戦
中
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

（
以
上
本
号
）

Ⅲ

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
と
の
対
峙
（
以
下
次
号
）

１

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
教
会
闘
争
と
覚
書
「
教
会
と
世
界
」

２

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
（
一
九
四
二
／
四
三
年
）

Ⅳ
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望
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は

じ

め

に

一
九
七
〇
年
代
に
世
界
経
済
が
成
長
停
滞
に
陥
っ
た
後
、
八
〇
年
代
以
後
、
新
自
由
主
義
が
世
界
を
席
巻
し
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
社
会
国
家
な
い
し
福
祉
国
家
の
厳
し
い
再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
て
い
る
）
。
こ
れ
に
伴
い
格
差
・
貧
困
の
拡
大
な

ど
様
々
な
副
作
用
が
深
ま
り
、
今
や
新
自
由
主
義
と
い
え
ば
あ
る
種
の
蔑
称
の
響
き
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
主
義
の
実
験

や
大
き
な
政
府
の
ケ
イ
ン
ズ
型
福
祉
国
家
が
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
今
日
、
持
続
可
能
な
経
済
の
維
持
と
（
停
滞
な
い
し
低
成
長
経
済
に

も
か
か
わ
ら
ず
）
だ
れ
も
が
人
間
に
相
応
し
い
生
活
を
送
り
う
る
社
会
の
建
設
は
、
ま
す
ま
す
緊
急
な
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
周

知
の
よ
う
に
九
〇
年
代
末
、
ブ
レ
ア
政
権
の
ブ
レ
ー
ン
、
Ａ
・
ギ
デ
ン
ス
が
「
社
会
民
主
主
義
の
刷
新
」
を
提
唱
し
た
。
そ
の
要
諦
は
、

Ｒ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
社
会
民
主
主
義
に
よ
る
新
自
由
主
義
の
原
則
的
な
受
容
（
お
よ
び
福
祉
国
家
の
改
革
＝
平

等
の
保
証
で
は
な
く
社
会
的
包
摂
、
地
方
分
権
・
補
完
性
原
理
に
よ
る
一
層
の
民
主
化
な
ど
）
で
あ
る
。
九
〇
年
代
に
自
由
民
主
主
義
者
や
労
働

党
支
持
者
か
ら
な
る
委
員
会
の
議
長
と
し
て
こ
の
議
論
に
関
与
し
て
い
た
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
一
九
九
九
年
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
オ
イ
ケ
ン
研
究
所
の
招
き
で
講
演
し
、
こ
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
特
徴
の
新
社
民
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
あ
ら
ゆ
る
限
界

や
批
判
が
あ
る
と
し
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
今
日
、
大
き
く
み
て
こ
れ
以
外
に
道
は
あ
る
の
か
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
左
右
を
問
わ
ず
新
自
由
主
義
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
中
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
戦
間
期
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
オ
イ
ケ
ン
を
中

心
と
す
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の
中
で
形
成
さ
れ
、
戦
後
の
「
社
会
的
市
場
経
済
」
へ
と

─
重
要
な
変
化
を
伴
い
つ
つ

─
繋
が
っ

た
「
秩
序
自
由
主
義
」O

rdoliberalism
us

に
関
係
す
る
出
版
・
研
究
が
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
オ
イ
ケ
ン
文
書
館

は
今
世
紀
へ
の
転
換
期
以
来
、
資
料
文
献
や
研
究
書
の
新
版
・
新
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
最
近
、
雨
宮
昭
彦
や
藤

本
建
夫
の
労
作
が
刊
行
さ
れ
た
。
今
、
こ
こ
で
本
格
的
な
研
究
史
整
理
を
行
う
準
備
は
な
い
が
、
内
外
の
研
究
を
通
じ
て
一
つ
特
徴
的

（
１
）
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な
こ
と
は
、「
秩
序
自
由
主
義
」
を
そ
の
誕
生
か
ら
第
二
次
大
戦
後
に
至
る
ま
で
お
な
じ
「
秩
序
自
由
主
義
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
こ
う
考
え
て
い
る
。「
新
自
由
主
義
」
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
が
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
（
ナ
チ

ズ
ム
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
）
と
の
対
峙
を
へ
て
「
秩
序
自
由
主
義
」
に
展
開
し
、
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
、
秩
序
自
由
主
義

が
八
〇
年
代
以
後
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
市
場
原
理
主
義
の
新
自
由
主
義
に
対
す
る
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
な
す
こ
と
の
意
味
を
読

み
取
れ
る
、
と
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
展
開
過
程
は
対
ナ
チ
協
力
と
抵
抗
と
い
う
深
い
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
を
伴
う
過
程
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
と

ナ
チ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
抵
抗
神
話
は
解
体
さ
れ
、
最
近
で
は
む
し
ろ
対
ナ
チ
協
力
と
一
体
化
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
の
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は

─
比
較
的
最
近
で
は

─
Ｄ
・
ハ
ー
ゼ
ル
バ
ッ
ハ
の
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ラ
イ

ブ
ル
ク
学
派
や
こ
れ
と
協
働
す
る
人
々
を
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
に
引
き
つ
け
て
、
か
れ
ら
の
自
由
観
念
は
独
裁
的
権
力
を
伴
う

「
強
力
な
国
家
」
の
保
護
下
で
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
筆
者
は
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
表
面
的

な
見
方
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ
・
オ
イ
ケ
ン
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ベ
ー
ム
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
フ
ォ

ン
・.

デ
ィ
ー
ツ
ェ
、
ア
ド
ル
フ
・
ラ
ン
ペ
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ッ
タ
ー
）
に
即
し
て
、
ナ
チ
ス
と
の
関
係
と
そ
の
中
で
の
思
想
的
展
開
を
、
経

済
政
策
領
域
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
十
分
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
彼
ら
の
敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
活
動
や
発

言
と
併
せ
て
、
全
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
試
み
、
筆
者
な
り
の
大
ま
か
な
見
通
し
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

Ⅰ

ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
の
誕
生

新
自
由
主
義
の
潮
流
は
国
際
的
に
み
て
、
世
界
恐
慌
の
影
響
が
経
済
危
機
・
政
治
的
危
機
と
な
っ
て
深
刻
化
す
る
な
か
で
三
〇
年
代

（
２
）

「秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗（一）
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初
め
に
現
れ
た
。
そ
の
創
立
宣
言
と
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
三
二
年
九
月
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
リ
ュ
ス
ト
ウ
の
社
会
政
策
学
会
ド
レ

ス
デ
ン
大
会
で
の
報
告
「
経
済
的
自
由
主
義
の
国
家
的
前
提
」、
お
よ
び
そ
の
直
後
に
で
た
オ
イ
ケ
ン
の
「
国
家
の
構
造
変
化
と
資
本
主

義
の
危
機
」
論
文
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
世
界
恐
慌
の
中
で
ワ
イ
マ
ル
社
会
国
家
の
矛
盾
が
先
鋭
化
し
て
最
後
の
議
会
制
政
府
ヘ
ル
マ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
Ｓ
Ｐ

Ｄ
）
大
連
合
政
権
が
崩
壊
し
た
あ
と
、
良
く
も
悪
く
も
、
大
統
領
制
内
閣
は
残
る
唯
一
の
選
択
肢
と
な
っ
た
。
三
〇
年
三
月
か
ら
の
ブ

リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
で
、
三
二
年
六
月
か
ら
パ
ー
ペ
ン
、
三
二
年
一
二
月
初
め
か
ら
の
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
と
続
き
、
パ
ー
ペ
ン
、

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
期
に
三
度
浮
上
し
た
「
国
家
非
常
事
態
」
に
よ
る
ナ
チ
権
力
掌
握
阻
止
の
企
て
が
挫
折
し
た
あ
と
、
ナ
チ
党
は
権
力

の
座
に
つ
く
。
ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
の
「
創
立
宣
言
」
は
、
一
九
三
一
年
九
月
総
選
挙
で
、
ナ
チ
党
が
突
如
大
躍
進
し
第
二
党
に
、
三

二
年
七
月
改
選
で
は
第
一
党
と
な
り
、
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
法
律
顧
問
と
し
て
企
て
ら
れ
た
第
一
回
非
常
事
態
計

画
が
パ
ー
ペ
ン
の
失
態
で
不
発
に
終
わ
る
、
そ
の
よ
う
な
国
家
危
機
の
頂
点
に
あ
た
る
。

リ
ュ
ス
ト
ウ
や
オ
イ
ケ
ン
は
眼
前
の
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
危
機
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
概
念
を
借
用
し
つ
つ
、
第
二
帝
政
末
期
以
来
の

国
家
干
渉
主
義
と
独
占
資
本
・
労
組
な
ど
経
済
的
社
会
的
権
力
と
が
密
接
に
絡
ま
り
合
っ
た
、「
経
済
国
家
」「
多
元
主
義
」
と
い
う
現

象
と
不
可
分
の
も
の
と
し
た
。
国
家
が
経
済
と
の
絡
み
合
い
の
中
で
意
志
形
成
の
自
立
性
を
失
っ
て
経
済
的
利
害
関
係
者
た
ち
に
翻
弄

さ
れ
、
そ
の
食
い
物
と
な
っ
て
い
る
「
全
体
的
経
済
国
家
」「
最
悪
の
種
類
の
多
元
主
義
」
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
＝
価
格
シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
調
整
作
用
が
本
質
的
に
弱
体
化
し
、
労
使
を
問
わ
ず
、
国
家
依
存
の
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
が
強
ま
り
、
発
展
の
意
志
と
能
力
を
も
っ
た
企
業
家
の
健
全
な
発
展
が
阻
ま
れ
て
資
本
主
義
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
失
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
状
を
診
断
し
た
新
自
由
主
義
た
ち
は
、
活
路
と
し
て
、
①
社
会
的
権
力
体
の
形
成
と
社
会
問
題
の

激
化
や
「
資
本
主
義
の
変
質
」
を
も
た
ら
し
た
一
九
世
紀
的
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
と
も
、（
ソ
連
で
目
覚
ま
し
い
成
果
を
上
げ
て
い
る
）
計
画
経

論 説
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済
と
も
異
な
る
「
第
三
の
態
度
」、
す
な
わ
ち
現
状
維
持
の
介
入
で
は
な
く
市
場
法
則
に
そ
っ
た
適
応
促
進
の
た
め
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
介

入
主
義
」（
リ
ュ
ス
ト
ウ
）
と
、
②
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
諸
利
害
の
上
に
た
つ
「
強
力
な
国
家
」
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

リ
ュ
ス
ト
ウ
が
打
ち
出
し
た
市
場
適
合
的
な
リ
ベ
ラ
ル
な
介
入
主
義
＝「
新
自
由
主
義
」
と
い
う
概
念
が
、
や
が
て
一
九
三
八
年
の

リ
ッ
プ
マ
ン
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

─
リ
ュ
ス
ト
ウ
、
レ
プ
ケ
も
参
加

─
を
機
に
国
際
的
に
広
が
っ
て
い
く
。

彼
ら
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
現
状
批
判
の
鍵
概
念
を
借
用
し
た
こ
と
や
共
に
大
統
領
内
閣
の
背
後
に
立
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
研
究
史
上
、

新
自
由
主
義
者
た
ち
の
議
論
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
引
き
寄
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
ナ
チ
全
体
国
家
に
連
ね
る
解
釈
が
根
強
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
外
面
的
な
相
似
に
過
ぎ
な
い
。
自
立
性
を
喪
失
し
た
「
弱
い
、
量
的
な
意
味
の
全
体
国
家
」、
多
数
の
社
会
的
権
力
集
団
が
国
家
の

意
志
形
成
を
左
右
す
る
「
多
元
主
義
」
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
現
状
批
判
は
、
事
柄
に
即
し
て
み
れ
ば
、
現
実
の
一
断
面
を
鋭
角
的
に

描
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
自
由
主
義
者
が
そ
の
概
念
を
借
用
し
た
こ
と
は
な
ん
ら
不
思
議
で
な
い
。
恐
慌
勃
発
後
そ
の
矛
盾
が
先

鋭
化
し
て
以
来
、
ワ
イ
マ
ル
社
会
国
家
に
対
し
て
、
リ
ュ
ス
ト
ウ
や
オ
イ
ケ
ン
ら
は
、
独
占
や
高
度
保
護
関
税
へ
の
批
判
と
セ
ッ
ト
で

あ
る
が
、
と
く
に
ワ
イ
マ
ル
労
使
関
係
の
根
幹
を
な
す
強
制
仲
裁
制
度
に
対
し
て
、
資
本
の
収
益
を
無
視
し
た
国
民
経
済
的
に
み
て
高

す
ぎ
る
賃
金
、
賃
金
の
政
治
的
決
定
と
そ
れ
に
よ
る
市
場
法
則
の
阻
害
を
経
済
硬
直
化
の
元
凶
だ
と
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
を
単
純
に

企
業
家
側
の
社
会
国
家
解
体
路
線
へ
の
肩
入
れ
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
時
代
の
新
自
由
主
義
者
に
よ
る
ワ
イ
マ
ル
社
会
国
家

の
実
情
把
握
は
、
後
の
経
済
史
家
の
有
力
な
見
解
と
広
範
囲
に
一
致
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
末
に
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
の
問
題
提
起
と

こ
れ
を
め
ぐ
り
長
く
続
い
た
「
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
論
争
」
の
な
か
で
確
認
さ
れ
た
、
生
産
性
を
上
回
る
賃
金
上
昇
で
あ
る
。
ま
た
、
決
定

的
に
重
要
な
の
は
、
労
使
双
方
共
に
公
然
と
「
政
治
的
賃
金
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
、
労
使
双
方
の
諸
団
体
に
よ
る
議
会
内
外
で
の

激
烈
な
政
治
的
影
響
行
使
に
つ
な
が
り
、
共
和
国
を
「
真
に
運
命
的
な
絡
み
合
い
」
に
お
い
て
分
配
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
国
家
に
し

た
（
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
）
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
は
、
ワ
イ
マ
ル
末
期
に
緊
急
に
必
要
だ
っ
た
の
は
、
分
配
闘
争
の
放
棄
と
経
済
の

（
３
）
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業
績
能
力
を
基
準
と
す
る
経
済
政
策
・
社
会
政
策
の
軌
道
修
正
だ
と
い
う
点
で
、
歴
史
家
の
間
に
一
致
が
あ
る
と
指
摘
し
、
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
次
元
の
問
題
の
解
決
は
遙
か
に
小
さ
な
問
題
で
す
ら
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
「
非
常
に
弱
い
国
家
」
に
は
無

理
だ
っ
た
と
示
唆
し
た
。

以
上
の
状
況
が
、
ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
者
た
ち
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
現
状
分
析
概
念
を
借
用
し
つ
つ
ワ
イ
マ
ル
社
会
国
家
を
批
判
し
、

「
強
力
な
国
家
」
を
要
求
し
た
歴
史
的
文
脈
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
強
い
国
家
」
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
要
求
し
た
、
例
外
状
態
で

友
と
敵
を
区
別
す
る
決
断
主
義
的
主
権
国
家
で
は
な
い
。
新
自
由
主
義
者
た
ち
が
要
求
し
た
そ
れ
は
、
経
済
的
利
害
関
係
者
の
上
に
た

ち
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
回
復
さ
せ
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
保
証
す
る
国
家
で
あ
り
、
そ
の
限
り
国
家
は
自
立
的
で
強
力
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
課
題
は

─
彼
ら
が
ワ
イ
マ
ル
議
会
制
へ
の
深
い
不
信
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も

─
原
理
的

に
議
会
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
矛
盾
し
な
い
。
諸
個
人
の
自
発
性
、
自
由
を
決
定
的
に
重
視
す
る
自
由
主
義
者
で
あ
る
彼
ら
は
原
理
的
に

政
治
的
多
元
主
義
に
開
か
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
ワ
イ
マ
ル
末
期
か
ら
第
二
次
大
戦
中
の
彼
ら
の
政
治
論
を
み
る
と
き
、
ワ
イ
マ
ル
民
主
主
義
の
現
実
と
ワ
イ
マ
ル
末
期

の
行
動
能
力
な
き
議
会
を
考
慮
の
外
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ナ
チ
権
力
掌
握
の
の
ち
、
亡
命
し
た
リ
ュ
ス
ト
ウ
と
レ
プ
ケ
は
別
と

し
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
は
ナ
チ
体
制
の
も
と
で
活
動
す
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅱ

ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
の
中
で
の
活
動

１

開
戦
初
期
ま
で

（
１
）
ナ
チ
体
制
へ
の
転
換
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

ナ
チ
ス
は
そ
れ
ま
で
の
私
的
所
有
と
私
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
経
済
体
制
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
私
益
に
対
す
る
公
益
の
優

（
４
）
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先
」
の
も
と
に
、
そ
れ
を
大
失
業
の
克
服
や
再
軍
備
経
済
の
構
築
と
い
う
全
体
的
国
家
的
課
題
と
結
合
し
た
。
権
力
掌
握
後
真
っ
先
に

労
働
組
合
が
解
体
さ
れ
、
一
九
三
四
年
一
月
「
国
民
労
働
秩
序
法
」
に
よ
り
、
企
業
は
指
導
者
・
従
者
か
ら
な
る
「
経
営
共
同
体
」
と

さ
れ
、
同
年
「
ド
イ
ツ
経
済
有
機
的
編
成
準
備
法
」
に
よ
っ
て
、
経
済
団
体
・
企
業
家
団
体
の
部
門
別
統
合
が
行
わ
れ
、
指
導
者
原
理

と
民
間
経
済
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
と
を
結
合
す
る
体
制
が
つ
く
ら
れ
た
。
失
業
が
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
た
三
六
年
か
ら
は
戦
争
準
備
経
済
の

構
築
の
た
め
の
第
二
次
四
カ
年
計
画
が
施
行
さ
れ
、
中
央
か
ら
の
誘
導
・
指
導
は
一
段
と
強
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
強
調
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
じ
め
ナ
チ
指
導
部
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
型
の
強
制
経
済
を
原
理
的
に
拒
否
し
、
統
制
経
済
措
置
を

具
体
的
状
況
の
な
か
で
の
や
む
を
得
ざ
る
一
時
的
な
措
置
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ナ
チ
体
制
下
で
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
は
、
ナ
チ
ス
の
政
治
目
標
と
は
一
線
を
画
し
つ
つ
、
当
初
か
ら
経
済
専
門
家
と
し
て
独
自
の
活

動
を
展
開
し
た
。
そ
の
際
に
ナ
チ
体
制
へ
の
幻
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
そ
れ
は
活
動
の
中
で
、
ま
た
同
時
期
の
文
書
・
著

作
に
も
窺
わ
れ
る
。

彼
ら
は
、
ナ
チ
体
制
へ
の
転
換
前
後
か
ら
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
緩
や
か
な
組
織
を
つ
く
り
、
市
場
原
理
・
競
争
経
済
の
活
発
化

に
む
け
て
学
生
を
含
む
大
学
人
、
経
済
界
、
銀
行
界
な
ど
を
対
象
に
し
た
講
演
啓
蒙
活
動
を
展
開
す
る
。「
国
民
経
済
協
会
」

（V
olksw

irtschaftliche
G
esellschaft

）
が
そ
れ
で
、
管
見
の
限
り
内
外
の
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・

ク
ラ
イ
ス
の
最
初
の
集
団
的
活
動
で
あ
る
。
会
員
制
の
組
織
で
、
比
較
的
初
期
の
こ
ろ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
名
簿
に
よ
れ
ば
、
ア
ド
ル

フ
・
ラ
ン
ペ
が
事
務
局
長
、
そ
の
代
理
が
オ
イ
ケ
ン
、
名
誉
議
長
が
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ル
（
同
大
学
法
学
部
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

後
任
）
、
そ
し
て
講
師
陣
に
は
、
彼
ら
の
他
に
、
Ｆ
・
ベ
ー
ム
、
Ｇ
・
ル
ッ
ツ
、
グ
ロ
ス
マ
ン
＝
デ
ル
ト
、
Ｇ
・
リ
ッ
タ
ー
、
Ｈ
・
シ
ュ

タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
、

・
ｖ
・
ラ
イ
ヒ
ナ
ウ
、
Ｂ
・
プ
フ
ィ
ス
タ
ー
な
ど
が
お
り
、
正
会
員
は
工
業
界
、
銀
行
界
な
ど
六
〇
─
七
〇
名
、

Ch

そ
の
他
通
信
会
員
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
の
学
生
会
員
三
〇
名
ほ
ど
、
さ
ら
に
支
援
者Freundeskreis

と
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
初
め
、
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マ
ン
ハ
イ
ム
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
な
ど
西
南
ド
イ
ツ
や
エ
ッ
セ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
、
キ
ー
ル
な
ど
各
地
の
人
物
五
〇
名
ほ
ど

が
名
を
連
ね
て
い
る
。
協
会
の
印
刷
物
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
と
周
辺
の
商
工
業
会
議
所
役
員
、
大

学
理
事
会
・
副
学
長
に
も
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
民
経
済
協
会
は
、
ワ
イ
マ
ル
の
最
末
期
（
回
状
第
一
号
が
執
筆
さ
れ
た
の

は
ナ
チ
権
力
掌
握
直
前
の
一
九
三
三
年
一
月
下
旬
）
か
ら
一
九
三
七
年
春
頃
ま
で
存
続
し
た
。
そ
の
指
導
部
ゆ
え
に
当
初
よ
り
ナ
チ
ス
に
不

信
の
目
で
見
ら
れ
て
い
た
が
、
社
会
政
策
学
会
が
最
後
の
議
長
フ
ォ
ン
・
デ
ィ
ー
ツ
ェ
の
も
と
で
強
制
的
均
質
化
を
拒
否
し
て
自
己
解

散
し
た
（
三
六
年
四
月
）
の
と
同
様
の
経
過
を
辿
る
（
後
述
）
。

協
会
の
中
軸
と
な
っ
て
い
る
の
は
事
務
局
長
ラ
ン
ペ
で
、
月
一
、
二
回
発
行
さ
れ
た
回
状
も
彼
が
執
筆
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
上

層
市
民
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
ラ
ン
ペ
は
、
第
一
次
大
戦
に
は
一
七
歳
で
志
願
し
、
復
員
後
に
は
義
勇
軍
「
陸
軍
元
帥
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
」

に
加
入
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
保
守
的
愛
国
的
立
場
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ア
ド
ル
フ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
下
で
プ
ロ
モ
ー
ト
し

師
に
つ
い
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
移
り
、
一
九
二
六
年
教
授
資
格
論
文
『
貯
蓄
過
程
の
理
論
と
信
用
創
造
』
公
刊
の
の
ち
二
七
年
か
ら
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
大
学
に
任
用
さ
れ
、
オ
イ
ケ
ン
や
グ
ロ
ス
マ
ン
＝
デ
ル
ト
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ベ
ー
ム
ら
と
共
に
活
動
し
て
い
た
。
ラ
ン
ペ
の
回

状
や
遺
さ
れ
て
い
る
講
演
要
旨
、
オ
イ
ケ
ン
と
の
書
簡
の
中
で
の
議
論
か
ら
、
当
時
彼
ら
が
何
を
目
指
し
、
ナ
チ
体
制
を
ど
う
見
て
い

た
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
ラ
ン
ペ
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
（
他
の
メ
ン
バ
ー
も
回
状
の
内
容
を
基
本
的
に
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
が
、

ナ
チ
政
権
掌
握
前
夜
に
、
ワ
イ
マ
ル
労
使
関
係
を
前
提
に
し
た
上
で
、
賃
金
弾
力
性
の
回
復
、
そ
し
て
コ
ス
ト
削
減
・
価
格
低
下
・
販

売
増
加
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
の
企
業
収
益
性
の
改
善
に
よ
る
経
済
の
活
性
化
を
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
一
九
三
三
年

一
月
末
づ
け
の
回
状
第
一
号
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ペ
は
「
協
約
賃
金
」
を
い
き
な
り
「
市
場
賃
金
」
に
引
き
下
げ
る
こ
と
は
問
題

に
な
ら
な
い
と
し

─
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
賃
金
形
成
に
お
け
る
労
働
組
合
の
意
味
が
な
く
な
り
、
組
合
が
崩
壊
す
れ
ば
企
業
家
は

（
５
）

（
６
）
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す
ぐ
に
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
的
闘
争
組
織
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
と

─
、「
現
在
の
賃
金
シ
ス
テ
ム
」、
す
な
わ
ち
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の

機

機

機

機

機

機

機

機

協
約
賃
金
と
仲
裁
制
度
を
前
提
に
し
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、機

労
働
組
合
の
地
位
を
侵
害
し
な
い
形
で

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
従
来
の
「
賃
金
強
制
経
済
」
の
克
服
と
賃
金
弾
力

性
の
回
復
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
方
策
は
、
賃
金
ベ
ー
ス
の
引
き
下
げ
と
、
収
益
性
の
高
い
経
営
に
お
け
る
追
加
賃
金
支
払
い
に
向

け
た
組
合
の
影
響
力
を
保
証
す
る
制
度
の
創
出
で
あ
る
。

こ
の
直
後
に
ヒ
ト
ラ
ー
・
パ
ー
ペ
ン
内
閣
が
成
立
す
る
。
ラ
ン
ペ
を
は
じ
め
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
は
ナ
チ
体
制
を
与
件
と
し
て
、
彼

ら
の
目
指
す
競
争
経
済
活
性
化
の
た
め
に
専
門
家
と
し
て
活
動
し
よ
う
と
し
た
。
ラ
ン
ペ
は
こ
う
言
う
。
特
定
の
長
期
に
わ
た
っ
て
存

続
す
る
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
で
経
済
的
諸
連
関
に
つ
い
て
洞
察
を
行
い
、「
経
済
生
活
の
最
も
経
済
的
な
形
成
の
諸
条
件
を
示
す
」
活

動
は
、
目
下
攻
撃
さ
れ
て
い
る
世
界
観
的
自
由
主
義
＝
政
治
的
自
由
主
義
や
資
本
主
義
経
済
の
擁
護
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
経
済
理
論

家
の
課
題
は
、「
政
治
に
よ
っ
て
望
ま
れ
る
帰
結
の
た
め
の
適
切
な
手
段
を
認
識
す
る
こ
と
、
政
治
家
が
そ
の
行
為
の
帰
結
を
知
っ
た

上
で
行
動
し
う
る
よ
う
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
措
置
の
経
済
的
帰
結
を
描
く
こ
と
」
で
あ
る
、
と
。
経
済
的
自
由
主
義
と
い
う

自
己
認
識
か
ら
政
治
的
自
由
主
義
と
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
政
治
＝
国
家
と
国
民
経
済
学
な
い

し
経
済
理
論
と
の
関
係
の
と
ら
え
方
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
を
前
提
に
社
会
政
策
的
提
言
を
し
て
き
た
歴
史
学
派
の
伝
統
が
感
じ
ら

れ
る
だ
け
で
な
く
、
レ
ジ
ー
ム
の
転
換
は
当
面
政
治
的
に
決
定
的
な
断
絶
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
別
の
機

会
に
も
、
ラ
ン
ペ
は
、「
全
体
の
最
大
幸
福
の
達
成
」
と
い
う
「
最
上
級
の
目
的
」
を
も
つ
、
あ
る
べ
き
経
済
政
策
的
自
由
主
義
は
、「
強

い
国
家
」
と
そ
れ
に
よ
る
「
積
極
的
な
秩
序
づ
け
る
介
入
」
を
必
要
と
す
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
経
済
政
策
的
自
由
主
義
を
暗
黙
の

う
ち
に
ナ
チ
ス
の
私
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
の
重
視
と
公
益
優
先
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
初
期
の
時
点
で
、
ラ
ン
ペ
の
目
に
ナ
チ
ズ
ム
は
ど
う
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
ラ
ン
ペ
は
、
私
的
所
有
と

市
場
経
済
の
肯
定
、
コ
ス
ト
の
完
全
カ
バ
ー
と
企
業
家
利
潤
の
承
認
を
根
拠
に
、「
市
場
経
済
秩
序
と
支
配
的
世
界
観
（
ナ
チ
ズ
ム
の
こ

（
７
）

（
８
）

（
９
）
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と
）
と
の
両
立
可
能
性
」
を
確
認
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ナ
チ
ズ
ム
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
か
ら
ま
っ
た
く
根
本
的
に
区
別
さ

れ
る
「
新
し
い
社
会
主
義
」、「『
精
神
的
』
社
会
主
義
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
」
と
見
な
さ
れ
た
。
第
三
に
、
労
使
関
係
に
関
し
て
は
、

ラ
ン
ペ
は
、
指
導
者
原
理
の
適
用
を
「
市
場
経
済
に
固
有
な
、
人
格
の
責
任
あ
る
投
入
の
肯
定
」
を
示
す
も
の
だ
と
解
釈
し
、
社
会
的

緊
張
の
究
極
的
原
因
に
つ
い
て
の
社
会
保
守
主
義
的
な
理
解
の
仕
方

─
経
営
と
経
営
指
導
者
に
対
す
る
労
働
者
の
人
格
的
関
係
が
崩

壊
し
、
経
営
外
の
共
同
体
的
諸
拘
束
も
機
能
を
失
っ
た
と
い
う
よ
う
に

─
お
よ
び
、
何
よ
り
も
労
使
双
方
の
集
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対

す
る
批
判
に
基
づ
い
て
、
ナ
チ
労
働
秩
序
に
お
け
る
「
経
営
内
部
で
の
社
会
的
結
合
の
強
化
と
階
級
的
結
合
の
打
破
」
を
評
価
し
て
い

る
。
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
、
ワ
イ
マ
ル
期
以
来
「
労
働
の
喜
び
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
ド
イ
ツ
技
能
労
働
訓
練
所
」
Ｄ
Ｉ

Ｎ
Ｔ
Ａ
が
推
進
し
て
き
た
、
そ
し
て
今
や
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
Ｄ
Ａ
Ｆ
に
編
入
さ
れ
て
さ
ら
に
強
力
に
継
続
さ
れ
て
い
る
経
営
共
同
体
運

動
、「
労
働
の
尊
厳
」
に
相
応
し
い
職
場
環
境
美
化
運
動
を
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
こ
に
「
持
続
的
な
労
働
平
和
」
を
期
待
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
社
会
政
策
つ
い
て
、
従
来
の
家
父
長
的
社
会
政
策
か
ら
近
代
的
な
政
策
へ
の
転

換
だ
と
、
そ
の
性
格
を
見
抜
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
ナ
チ
労
働
秩
序
の
評
価

─
こ
の
観
点
は
一
九
四
三
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
に
も
そ
の
ま
ま
残
る

─
は
、
ナ
チ
ス

に
よ
る
強
制
的
均
質
化
の
事
後
的
な
承
認
を
意
味
し
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
雨
宮
の
言
う
よ
う
に
、「
強
い
国
家
」
を
要
求
す
る
ワ

イ
マ
ル
末
期
の
彼
ら
の
議
論
か
ら
内
在
的
に
「
国
家
に
よ
る
自
立
的
介
入
」
が
あ
り
得
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
右
の
ラ
ン
ペ
の
文
書

が
示
す
よ
う
に
あ
く
ま
で
事
後
的
な
追
認
で
あ
る
。
ま
た
、
労
使
関
係
の
機
能
的
把
握
に
た
つ
ラ
ン
ペ
の
次
の
言
は
反
駁
し
が
た
い
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
企
業
家
機
能
を
「
処
分
・
決
定
活
動
」
と
規
定
す
る
ラ
ン
ペ
は
、
労
働
者
全
体
が
こ
の
機
能
自
体
を
「
征
服
す
る
」

こ
と
は
で
き
な
い
、「
私
的
資
本
主
義
的
」
経
済
秩
序
の
克
服
を
め
ざ
す
労
働
階
級
の
権
力
闘
争
は
「
主
人
を
取
り
替
え
る
」
だ
け
に
終

わ
る
と
指
摘
し
た
。

（

）
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
お
い
て
、
ラ
ン
ペ
は
「
実
践
は
理
論
を
必
要
と
す
る
！
」
と
、
国
民
経
済
学
の
貢
献
を
ナ
チ
ス

に
い
わ
ば
売
り
込
ん
で
い
る
。
だ
が
、
そ
の
際
に
、
研
究
の
出
発
点
と
し
て
の
世
界
観
へ
の
拘
束
は
経
済
理
論
の
業
績
能
力
を
阻
害
す

る
と
し
て
、
研
究
の
自
由
、「
学
問
の
中
立
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
大
筋
で
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学

派
の
立
場
と
み
な
せ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
政
治
的
レ
ベ
ル
や
「
国
民
経
済
協
会
」
の
活
動
で
も
、
初
め
か
ら
ナ
チ
体
制
と
対
立
局
面
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ラ
ン
ペ

は
、「
自
分
は
誠
実
な
人
間
と
し
て

─
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
冒
し
て
も

─
、
党
の
綱
領
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ゼ
ミ
で
言

明
し
て
い
る
し
、
職
業
官
吏
再
建
法
（
一
九
三
三
年
四
月
七
日
）
の
第
四
条
に
基
づ
き
政
治
的
に
信
頼
で
き
な
い
人
物
と
し
て
一
時
罷
免

が
検
討
さ
れ
た
経
歴
を
も
つ
。「
国
民
経
済
協
会
」
で
の
彼
の
活
動
も
、
そ
の
講
演
が
聴
衆
か
ら
非
ナ
チ
的
だ
と
告
発
さ
れ
、
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
の
ナ
チ
当
局
と
悶
着
に
な
り
、
当
局
は
、「
郡
指
導
部K

reisleitung

は
政
治
的
な
点
で
国
民
経
済
協
会
の
現
在
の
指
導
部
を
信
用

し
て
い
な
い
」
と
言
明
し
、
政
治
的
に
問
題
の
な
い
後
任
を
推
薦
す
る
か
ら
と
ラ
ン
ペ
に
辞
任
す
る
よ
う
「
忠
告
」
し
た
り
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
三
六
年
春
頃
ま
で
に
は
、
協
会
の
活
動
を
継
続
・
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
ラ
ン
ペ
（
と
ラ
ン
ペ
に
よ
れ
ば
指
導
部
の

少
な
か
ら
ぬ
部
分
）
と
、
方
向
転
換
と
「
精
神
的
な
ク
ラ
イ
ス
」、
つ
ま
り
知
識
人
層
へ
の
縮
小
を
主
張
す
る
オ
イ
ケ
ン
と
の
間
で
対
立
が

お
き
て
い
る
。
オ
イ
ケ
ン
へ
の
書
簡
で
ラ
ン
ペ
は
、
協
会
を
め
ぐ
る
情
勢
の
緊
迫
化
と
「
差
し
迫
る
共
同
の
戦
い
」
を
言
い
つ
つ
も
、

「
政
治
的
な
要
素
は
切
り
離
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
お
り
、
全
体
と
し
て
う
ま
く
解
決
さ
れ
て
き
た
」
と
、「
無
条
件
の
団
結
」
を
も
っ
て

協
会
の
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
を
強
く
望
ん
だ
。
し
か
し
、
オ
イ
ケ
ン
は
、「
従
来
の
路
線
」
で
の
活
動
は
協
会
を
危
険
に
さ
ら
す
し
、

あ
な
た
自
身
を
無
意
味
に
危
険
に
さ
ら
す
と
し
て
、
ラ
ン
ペ
が
自
分
の
意
見
を
容
れ
な
い
な
ら
指
導
部
か
ら
脱
退
す
る
と
述
べ
た
。
こ

の
対
立
に
は
他
の
問
題
も
絡
ん
で
い
た
の
だ
が
、
結
局
、
ラ
ン
ペ
が
最
終
的
に
翌
年
春
に
解
散
を
決
心
し
た
の
は
、
彼
が
、
ナ
チ
ス
新

設
の
「
ド
イ
ツ
経
済
学
協
会
」

─
自
己
解
散
し
た
社
会
政
策
学
会
に
か
わ
っ
て
ナ
チ
ス
が
三
ヶ
月
後
に
設
置
、
社
会
政
策
学
会
員
も

（

）
１２

（

）
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（

）
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ご
く
一
部
が
こ
れ
に
加
入

─
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
支
部
が
「
国
民
経
済
協
会
」
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
し
て
い
る
こ
と
が
、「
も
は
や
疑
い

な
い
」
と
認
識
し
た
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ワ
イ
マ
ル
社
会
国
家
の
破
綻
を
く
ぐ
っ
て
、
当
面
、
ナ
チ
体
制
が
賃
金
弾
力
化
と
労
働
平
和
を
も
た
ら
し
市
場
経
済
秩

序
と
両
立
す
る
「
強
い
国
家
」
に
見
え
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の
政
治
的
領
域
の
議
論
を
も
規
定
し
て
い
る
。
法
学
者

フ
ラ
ン
ツ
・
ベ
ー
ム
は
「
国
民
経
済
協
会
」
の
講
師
陣
の
一
人
で
あ
り
、
協
会
の
存
続
問
題
で
ラ
ン
ペ
の
力
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の

一
九
三
四
年
論
文
「
法
と
権
力
」
は
、
一
方
で
は
明
確
な
ナ
チ
ズ
ム
批
判
を
含
む
と
同
時
に
、
他
方
で
は
保
守
的
自
由
主
義
に
お
け
る

問
題
も
鮮
明
に
示
し
て
い
る
。
後
者
か
ら
述
べ
れ
ば
、
ベ
ー
ム
は
次
の
よ
う
な
論
理
で
権
力
の
統
制
さ
れ
な
い
自
由
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
重
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
者
の
意
志
形
成
を
議
会
制
的
手
続
に
よ
っ
て
統
制
す
る
こ
と
は
、
決
定
的
な
政
治
的
課
題
の

解
決
と
い
う
使
命
を
担
う
機
関
の
行
動
力
を
奪
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
指
導
部
を
被
指
導
者
た
ち
の
同
意
に
服
さ
せ
る
法
秩
序
は
悪

し
き
法
秩
序
で
あ
る
。「
政
治
権
力
と
精
神
的
創
造
の
自
由
は
、
そ
れ
ら
か
ら
成
果
を
望
む
な
ら
ば
、
全
く
必
要
な
白
紙
委
任
全
権

B
lankovollm

acht

で
あ
る
」
と
（S.178-180
）。

こ
の
間
の
議
会
に
お
け
る
授
権
法
の
可
決
や
そ
の
後
の
強
制
的
均
質
化
の
諸
措
置
の
追
認
に
繋
が
ら
ず
に
は
い
な
い
こ
の
発
言
は
、

オ
イ
ケ
ン
の
一
九
三
二
年
論
文
に
感
じ
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、
ベ
ー
ム
も
ま
た
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
型
立
憲
主
義
に
刻
印
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
法
の
支
配
」
と
い
う
意
味
の
近
代
西
欧
型
立
憲
主
義
と
違
い
、
特
有
の
意
味
を
も
つ
。
後
者
で
は
憲

法
が
国
家
の
統
治
権
、
国
家
の
基
本
組
織
・
全
決
定
権
の
基
礎
を
な
し
、
憲
法
の
外
に
あ
る
権
原
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
世

紀
に
絶
対
君
主
と
市
民
の
自
由
主
義
運
動
の
政
治
的
妥
協
と
し
て
成
立
し
た
ド
イ
ツ
型
立
憲
主
義
の
本
質
は
、
君
主
と
国
民
が
と
も
に

国
家
と
い
う

機

機

機

機

機

「機

高
次
の
統
一
体

機

機

機

機

機

機

」機

に
服
す
る
と
い
う
形
で
主
権
の
問
題
を
未
決
の
ま
ま
棚
上
げ
し
、
憲
法
を
い
わ
ば
「
擬
制
的
」
主
権

者
と
し
て
国
家
諸
機
関
も
人
民
も
そ
れ
に
服
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
た
め
、
君
主
＝
執
行
権
力
と
人
民
代
表
＝
議
会
と
の
、
国
家

（

）
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（

）
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（

）
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と
社
会
と
の
独
特
の
二
元
主
義
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
憲
法
は
も
ち
ろ
ん
、
ワ
イ
マ
ル
憲
法
も
形
を
変
え
て
こ
の

延
長
に
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
統
一
の
過
程
で
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
が
変
質
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
崇
拝
へ
と
転
向
し
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ワ
イ
マ
ル
期
以
降
に
も
保
守
的
な
ド
イ
ツ
自
由
主
義
者
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
型
立
憲
主
義
の
刻
印
は
大
き
か
っ

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
性
を
含
む
も
の
の
、
ベ
ー
ム
の
論
文
は
、
他
方
で
は
、
主
題
た
る
「
法
」
な
い
し
「
法
学
」
の
論
じ
方

や
権
力
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、
明
確
な
ナ
チ
ズ
ム
批
判
と
い
う
面
を
も
も
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
前
に
無
力
で
あ
っ
た
法
実

証
主
義
を
批
判
し
つ
つ
（S.120f.

）、
ベ
ー
ム
は
「
規
範
科
学
」
と
し
て
の
法
学
や
哲
学
に
関
わ
る
価
値
的
な
立
脚
点
を
鮮
明
に
し
た
。

そ
れ
ら
は
規
範
科
学
と
し
て
、
共
同
体
生
活
の
究
極
の
目
的
に
関
わ
る
諸
問
題
の
学
問
的
研
究
に
際
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら

出
発
す
べ
き
だ
、
と
（S.118f.

）。
こ
の
よ
う
な
学
問
観
は
ベ
ー
ム
一
人
も
の
で
は
な
い
。
ま
だ
在
ベ
ル
リ
ン
で
あ
っ
た
フ
ォ
ン
・

デ
ィ
ー
ツ
ェ
も
、
三
六
年
一
一
月
の
福
音
主
義
週
間
に
行
っ
た
「
私
の
職
業
に
お
け
る
信
仰
」
と
い
う
講
演
で
、
ル
タ
ー
の
「
召
命
」

と
し
て
職
業
倫
理
に
基
づ
き
、
大
学
教
師
の
職
業
も
信
仰
に
対
し
て
＝
神
の
命
令G

ebot

に
対
し
て
自
律
性
を
持
た
な
い
、
自
己
の
良

心
へ
の
高
い
責
任
に
お
い
て
、
科
学
、
そ
れ
と
と
も
に
真
実
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
大
学
教
師
の
職
務
だ
と
語
っ
た
。
そ
し
て
、
国
民
経

済
学
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
学
問
分
野
に
対
し
て
「
創
造
主
の
恩
寵
で
あ
る
人
間
の
理
性
」
に
も
と
づ
く
活
動
、
つ
ま
り
は
ナ
チ

ス
人
種
主
義
と
そ
の
政
策
の
非
合
理
性
に
対
し
て
理
性
・
科
学
的
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
の
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
の
で

あ
る
。

ベ
ー
ム
は
そ
の
よ
う
な
学
問
の
立
脚
点
を
示
し
つ
つ
、
一
般
論
の
形
を
と
っ
て
、
権
力
と
は
、「
そ
れ
に
無
条
件
の
独
裁
が
認
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
も
」、
奉
仕
、
道
具
と
し
て
の
役
割
で
あ
っ
て
、
究
極
の
価
値
や
自
己
目
的
で
は
な
い
と
（S.116

）、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。
権
力
が
法
の
主
人
な
の
で
は
な
く
、
法
が
権
力
の
主
人
で
あ
る
。
法
の
創
造
は
法
規
範R

echtssatz

が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
の

（
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み
可
能
で
あ
り
、
全
能
の
権
力
に
よ
る
現
行
の
命
令
も
「
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
究
極
的
な
法
規
範
に
よ
る
確
証
が
必
要
で
あ
る
」

（S.172

）。「
事
情
に
よ
っ
て
は
、
服
従
の
義
務
は
、
自
己
の
危
険
を
冒
し
て
の
不
服
従
を
必
要
と
す
る
」
と
。
つ
ま
り
、
彼
は
法
や
権

力
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
、
一
方
で
は
自
由
の
源
泉
・
自
由
の
保
証
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
権
力
濫
用
の
危
険
を

指
摘
し
て
、
人
格
的
自
由
の
侵
害
に
対
し
て
は
不
服
従
の
義
務
が
生
じ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（S.188-193

）。
す
で
に
こ
の
当
時
、

ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
告
白
教
会
が
結
成
さ
れ
て
バ
ル
メ
ン
宣
言
（
一
九
三
四
年
五
月
）
が
出
さ
れ
、
フ
ラ
イ

ブ
ル
ク
で
は
教
会
闘
争
が
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
こ
の
早
い
時
点
で
の
ベ
ー
ム
論
文
の
右
の
主
張
は
、
ま
も
な
く
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク

ラ
イ
ス
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
抵
抗
の
論
理
と
し
て
明
確
な
形
を
と
る
（
後
述
）
。

だ
が
、
全
体
と
し
て
は
こ
の
時
点
で
の
ベ
ー
ム
の
政
治
的
議
論
は
、
眼
前
の
ナ
チ
権
力
に
対
し
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
だ
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
先
の
「
国
民
経
済
協
会
」
の
回
状
も
、
中
立
の
専
門
家
と
し
て
ナ
チ
経
済
政
策
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に

お
い
て
だ
が
、
早
く
か
ら
そ
の
実
際
の
政
策
を
批
判
し
て
い
た
。
農
業
分
野
で
の
中
央
管
理
の
想
定
し
て
い
た
以
上
の
強
ま
り
や
外
貨

危
機
ゆ
え
に
計
画
的
経
済
規
制
が
限
度
を
こ
え
て
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
強
い
危
惧
、
ま
た
、
発
達
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
工
業
諸
国

の
相
互
依
存
の
前
に
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
経
済
は
不
可
能
で
あ
り
、「
私
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
の
一
種
の
自
殺
」
を
意
味
す
る
こ
と
、「
固
定

さ
れ
た
コ
ス
ト
の
増
加
に
よ
る
供
給
弾
力
性
の
低
下
」
な
ど
が
、
批
判
の
論
点
を
な
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
指
摘
、
批
判
は
ま

だ
、
ナ
チ
経
済
体
制
へ
の
根
本
的
な
批
判
で
は
な
い
。
ラ
ン
ペ
は
、
三
〇
年
代
半
ば
過
ぎ
に
も
、「
市
場
経
済
秩
序
」
と
「
経
済
に
対

す
る
ド
イ
ツ
国
家
の
態
度
」
は
一
致
し
て
い
る
と
見
て
い
た
。
こ
れ
は
、
第
二
次
四
カ
年
計
画
の
発
足
前
後
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の

立
場
だ
と
み
な
し
う
る
。
第
二
次
大
戦
後
に
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
ま
さ
に
四
カ
年
計
画
と
同
年
の
価
格
凍
結
令
が
中
央
統
制
経
済
へ
の

決
定
的
画
期
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。

（
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（
２
）
四
カ
年
計
画
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
進
駐
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
エ
チ
オ
ピ
ア
併
合
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
勃
発
と
い
う
よ
う
に
国
際
的
緊

張
が
先
鋭
化
し
て
い
く
中
で
出
さ
れ
た
四
カ
年
計
画
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
が
全
国
的
レ
ベ
ル
で
ナ
チ
経
済
政
策
に
関
わ
っ
て
い
く
、

そ
の
ス
タ
ン
ス
と
目
標
を
明
確
に
打
ち
出
す
契
機
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
一
九
三
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
る
叢
書
「
経
済
の
秩

序
」
の
第
一
巻
た
る
ベ
ー
ム
の
著
書
と
、
そ
の
巻
頭
に
お
か
れ
た
オ
イ
ケ
ン
、
ベ
ー
ム
、
グ
ロ
ス
マ
ン
＝
デ
ル
ト
の
連
名
に
な
る
「
わ

れ
わ
れ
の
課
題
」
と
題
さ
れ
た
叢
書
へ
の
緒
論
で
あ
る
。

こ
の
緒
論
（
執
筆
は
三
六
年
秋
）
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
後
の
法
学
と
経
済
学
に
対
す
る
批
判
か
ら
筆
を
起
こ
し
た
。
そ
れ
ら
は
相
対

主
義
と
宿
命
論
、
歴
史
的
発
展
の
追
認
・
絶
対
化
、
諦
観
的
態
度
に
陥
っ
て
、
も
は
や
現
実
形
成
に
影
響
を
与
え
る
力
を
持
た
な
い
と

言
う
。
と
く
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
的
な
国
民
経
済
学
は
個
別
問
題
の
み
に
関
わ
る
「
点
的
な
思
考
」
に
よ
っ
て
「
原
則
的
思
考
」
と
全
体
的

決
定
を
回
避
し
、
独
占
と
い
う
事
実
に
屈
服
し
、「
国
民
経
済
学
が
そ
こ
か
ら
現
実
政
策
的
に
実
践
的
な
経
済
政
策
の
大
き
な
問
題
に

態
度
表
明
し
う
る
基
礎
を
破
壊
し
た
」
と
し
て
、
自
ら
の
立
場
を
こ
う
主
張
し
た
。
法
学
と
経
済
学
は
、
経
済
的
利
害
の
外
に
立
つ
そ

の
職
業
や
立
場
か
ら
、
唯
一
の
客
観
的
・
独
立
の
助
言
者
で
あ
り
、
専
門
知
識
に
基
づ
き
、
直
接
的
経
済
利
害
か
ら
独
立
に
判
断
を
下

し
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
両
専
門
分
野
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
生
活
の
な
か
で
再
び
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
占
め
る

こ
と
が
、
法
学
と
国
民
経
済
学
の
代
表
者
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
緊
急
の
課
題
」
で
あ
る
。
学
問
が
こ
の
役
割
を
放
棄
す
れ
ば
、
代

わ
っ
て
利
害
関
係
者
が
そ
の
よ
う
な
位
置
に
現
れ
、
国
家
が
こ
れ
に
耳
を
貸
せ
ば
、「
規
制
さ
れ
た
秩
序
を
カ
オ
ス
に
至
ら
し
め
が
ち

な
経
済
政
策
的
法
的
決
定
」
が
現
れ
る
か
ら
だ
、
と
（S.V

II,
V
III

）。
オ
イ
ケ
ン
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
以
下
の
課
題
・
目

標
を
掲
げ
た
。
①
合
理
的
思
考
と
創
造
的
行
動
を
非
和
解
的
に
対
立
さ
せ
非
合
理
的
な
る
も
の
に
陶
酔
す
る
ニ
ー
チ
ェ
的
な
思
考
に
抗

し
て
、
学
問
的
理
性
を
経
済
体
制
（
経
済
憲
法
）
の
強
化
と
新
形
成
の
た
め
に
働
か
せ
る
こ
と
（S.X

V
II

）、

②
歴
史
主
義
に
原
則
的

「秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗（一）
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思
考
を
対
置
し
、
す
べ
て
の
具
体
的
な
法
政
策
的
、
経
済
政
策
的
問
題
を
経
済
憲
法
の
理
念
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
、
③
具
体
的
な
事

実
の
研
究
（S.X

V
III-X

IX

）、
④
法
と
法
秩
序
を
経
済
憲
法
（
＝「
国
民
的
経
済
生
活
の
秩
序
に
つ
い
て
の
政
治
的
な
決
定
全
体
」）
と
し
て
把

握
し
形
成
す
る
こ
と
（S.V

IV

）。

オ
イ
ケ
ン
ら
が
世
紀
末
い
ら
い
時
代
思
潮
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
非
合
理
主
義
的
思
考
と
戦
い
、
学
問
的
理
性
に
立
と
う
と
し
て
い

る
こ
と
、
経
済
的
利
害
か
ら
中
立
の
専
門
家
と
し
て
国
家
の
法
秩
序
・
経
済
政
策
の
形
成
に
能
動
的
に
提
言
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
緒
論
を
冠
し
た
叢
書
第
一
巻
、
ベ
ー
ム
の
『
歴
史
的
課
題
お
よ
び
法
創
造
的
業
績
と
し
て
の
経
済

の
秩
序
』
か
ら
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
が
ナ
チ
経
済
政
策
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
と
目
標
を
捉
え
て

み
よ
う
。

ベ
ー
ム
は
、
私
的
権
力
形
成
に
よ
る
諸
市
場
で
の
需
給
両
サ
イ
ド
に
お
け
る
均
衡
の
破
壊
、
そ
の
結
果
生
じ
た
ワ
イ
マ
ル
期
の
第
三

者
を
犠
牲
に
し
た
独
占
（
労
使
双
方
の
社
会
的
権
力
）
と
賃
金
の
硬
直
性
を
問
題
に
し
、
フ
ェ
ア
な
競
争
と
交
換
経
済
に
よ
る
秩
序
を
実

現
す
る
た
め
に
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
秩
序
政
策
を
要
求
し
た
。
そ
の
内
容
に
は
、
私
的
権
力
の
解
体
・
統
制
と
い
う
第
二
次
大
戦
後

に
か
け
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
に
一
貫
す
る
要
求
の
ほ
か
に
、
社
会
的
政
治
的
義
務
と
し
て
の
競
争
の
強
制

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
階
級
対
立
の
克
服
が
重

要
な
柱
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
右
の
緒
論
で
も
掲
げ
ら
れ
た
「
経
済
憲
法
」
と
は
、
こ
う
し
た
国
家
の
秩
序
政
策
の
基
準
、「
実
際
に

存
在
す
る
経
済
状
態
」
を
批
判
的
に
認
識
し
改
革
し
て
い
く
際
の
「
理
想
」
な
い
し
基
準
で
あ
り
、
カ
ン
ト
的
なSein

とSollen

の

関
係
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
目
指
すSollen

＝「
経
済
憲
法
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
存
在
す
る
べ
き
経
済
状
態
」
と
は
、

私
的
権
力
体
な
き
完
全
競
争
市
場
に
お
け
る
自
由
な
競
争
経
済
で
あ
る
（S.64ff.

）。

で
は
、
こ
の
「
理
想
」
は
ど
の
よ
う
な
人
間
観
や
社
会
像
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ー
ム
が
彼
ら
の
競
争
秩
序
論
の
前
提
に

し
て
い
る
の
は
、
自
分
の
足
で
立
ち
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
経
済
の
中
で
自
己
責
任
的
に
勇
敢
に
活
動
し
て
い
く
べ
き
人
間
で
あ
り
、

（

）
２２
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個
々
人
の
自
由
は
権
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
を
運
動
に
さ
ら
し
運
動
の
中
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
「
社
会
的
義
務
」
だ
と
さ
れ
る

（S.42,
50

）。
ベ
ー
ム
は
、
自
己
責
任
的
に
競
争
的
経
済
過
程
に
と
ど
ま
り
続
け
る
「
社
会
的
義
務
」
を
自
覚
さ
せ
、
精
力
的
な
運
動
の

法
則
を
肯
定
す
る
「
経
済
モ
ラ
ル
を
生
み
出
す
」
た
め
に
国
民
的
な
教
育
運
動
が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
企
業
家
に
対
し

て
次
の
啓
蒙
を
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
競
争
は
公
法
的
な
催
し
」
で
あ
り
、
企
業
家
が
完
全
な
業
績
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
提

供
と
と
も
に
競
争
に
参
加
す
る
こ
と
は
政
治
的
社
会
的
義
務
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
の
涵
養
で
あ
る
（S.50f.,

76,
186

）。
こ
こ
に
見

ら
れ
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
以
後
の
新
自
由
主
義
に
特
徴
的
な
人
間
観
で
あ
り
、
世
紀
転
換
期
前
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の

「
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
人
間
観
、
弱
さ
や
失
敗
を
常
と
し
自
己
完
結
で
き
な
い
人
間
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
社
会
に
債
務

を
負
っ
た
人
間
と
い
う
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
社
会
連
帯
と
そ
の
た
め
の
国
家
介
入
の
思
想
が
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
観
と
は
対
照

的
で
あ
る
。
競
争
経
済
は
、
そ
の
よ
う
な
自
立
し
た
諸
個
人
、
自
己
責
任
的
な
個
々
人
の
自
由
な
展
開
を
基
礎
に
し
て
、
最
高
の
社
会

的
、
政
治
的
、
経
済
的
効
率
が
約
束
さ
れ
る
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
経
済
と
し
て
目
指
さ
れ
て
い
る
（S.11,

33ff.,
45

）。

そ
の
前
提
に
は
、
進
歩
に
対
す
る
楽
観
的
な
見
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ベ
ー
ム
は
彼
の
時
代
を
、
営
業
の
自
由
の
導
入
と
い

う
革
命
的
な
変
化
以
来
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
展
す
る
・
す
べ
き
時
代
だ
と
捉
え
て
お
り
、
未
知
の
進
歩
と
そ
こ
か
ら
の
ま
だ
享
受
し
て

い
な
い
福
音
を
前
提
に
し
て
い
る
。
世
紀
末
以
来
、
文
化
批
判
と
い
う
形
で
近
代
批
判
が
盛
り
上
が
っ
て
い
た
が
、
時
代
の
基
調
は
な

お
生
産
力
と
社
会
的
進
歩
へ
の
信
頼
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
代
の
新
自
由
主
義
者
た
ち
も
ま
た
こ
の
基
調
の
中
に
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は

ま
だ
彼
ら
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
進
歩
を
阻
ん
で
い
る
の
は
、
第
二
帝
政
的
＝
ワ
イ
マ
ル
的
な
集
団
主
義
、
経
済
過
程
の
中
に
あ
る

諸
個
人
の
変
化
へ
の
嫌
悪
・
現
状
維
持
衝
動
、
こ
れ
に
譲
歩
し
私
的
権
力
を
容
認
・
追
認
す
る
国
家
の
保
護
主
義
的
政
策
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
ベ
ー
ム
の
念
頭
に
あ
る
進
歩
は
、
経
済
的
果
実
の
享
受
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
社
会
的
権
力
体
の
抑
制
・
解
体
、「
自
由
の
中
に

は
め
込
ま
れ
た
経
済
過
程
」
の
実
現
は
、
分
権
化
さ
れ
た
自
治
の
思
想
に
基
づ
く
真
の
政
治
的
国
家
構
造R

eichsaufbau

の
再
建
だ
と

（

）
２３

（

）
２４
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し
て
（S.48f.

）、
分
権
的
自
治
的
な
政
治
的
自
由
の
実
現
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
政
治
的
進
歩
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
（S.73

）。

こ
れ
は
第
二
次
大
戦
後
に
彼
ら
の
社
会
的
政
治
的
再
建
構
想
の
重
要
な
柱
に
な
る
の
だ
が
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
十
分
展
開
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
民
労
働
秩
序
法
に
基
づ
く
指
導
者
・
従
者
と
い
う
形
で
の
「
経
営
共
同
体
」
を
「
こ
の
種
の
自
治
的
、
協

同
組
合
的
な
協
働
」
だ
と
み
る
、
全
く
誤
っ
た
安
易
な
捉
え
方
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
（S.84

）。

こ
こ
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
四
カ
年
計
画
発
足
当
時
に
ナ
チ
国
家
は
、
ベ
ー
ム
に
と
っ
て
も
彼
ら
が
要
求
す
る
秩
序
政
策
を
期
待

し
う
る
「
強
い
国
家
」
に
見
え
て
い
た
。
ベ
ー
ム
の
著
書
に
は
、
こ
の
国
家
の
経
済
政
策
に
「
中
立
の
専
門
家
」
と
し
て
積
極
的
に
提

言
し
て
い
こ
う
と
し
た
そ
の
動
機
、
そ
の
論
理
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
ベ
ー
ム
は
既
述
の
ラ
ン
ペ
同
様
に
、
ナ
チ
労
働
秩
序
と
社
会
政
策
を
積
極
的
に
評
価
し
た
。「
戦
後
期
と
く
ら
べ
て
本
質
的

に
よ
り
高
度
な
柔
軟
性
と
適
応
力
を
し
め
す
秩
序
」
を
つ
く
り
、
社
会
政
策
の
領
域
で
も
、
労
使
双
方
に
「
社
会
的
名
誉
原
理
」
と
い

う
内
面
的
態
度
を
要
求
し
、
階
級
分
裂
を
「
連
帯
と
共
同
の
課
題
に
対
す
る
献
身
」
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う
「
全
く
新
し
い
種
類

の
解
決
」
を
め
ざ
し
て
い
る
、
と
（80ff.

）。

第
二
に
、
ベ
ー
ム
は
、
ナ
チ
現
行
経
済
体
制
を
市
場
経
済
基
調
で

─
「
憲
法
法
律
的
な
構
成
要
素
と
し
て
自
由
な
経
済
体
制
を
今

な
お
企
図
し
て
い
る
」
と

─
捉
え
つ
つ
も
、
具
体
的
に
は
、
市
場
競
争
を
通
じ
て
の
間
接
的
指
導
と
国
家
の
権
威
的
介
入
に
よ
る
直

接
的
指
導
と
い
う
「
二
つ
の
市
場
制
御
方
法
」
の
組
み
合
わ
せ
、「
組
み
合
わ
さ
れ
た
経
済
体
制
」
と
み
な
し
て
い
る
（S.71,

75f,
85

）。

ベ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
自
由
な
経
済
政
策
的
介
入
の
た
め
の
一
般
的
権
限
を
与
え
た
一
九
三
三
年
七
月
一
五
日
の
強
制
カ
ル
テ
ル

法
に
よ
っ
て
、
国
家
は
直
接
、
間
接
い
ず
れ
の
方
法
も
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
（85f.

）、
い
ず
れ
が
強
ま
っ
て
も

全
体
の
秩
序
の
性
格
を
規
定
し
う
る
こ
の
二
つ
の
制
御
方
法
の
間
で
、
ナ
チ
国
家
は
「
最
終
的
決
定
を
ま
だ
留
保
し
て
い
る
」。
今
後
ど

の
程
度
競
争
経
済
の
方
法
を
利
用
す
る
か
は
、
な
に
よ
り
も
、
競
争
経
済
の
方
法
が
経
済
を
秩
序
だ
て
組
織
す
る
上
で
実
を
挙
げ
る
こ

論 説
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と
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
な
経
済
主
体
の
活
発
な
協
働
、
お
よ
び
専
門
家
の
役
割
が
決
定
的
で
あ
る
（S.87

）。
こ
う
し

て
ベ
ー
ム
は
、
わ
れ
わ
れ
経
済
専
門
家
に
は
自
由
な
市
場
体
制
の
規
範
的
な
性
格
を
最
高
の
純
粋
さ
に
お
い
て
再
建
す
る
義
務
、
市
場

が
自
由
で
あ
る
と
こ
ろ
で
も
事
実
的
な
も
の
の
崇
拝
（
＝
独
占
へ
の
屈
服：

筆
者
）
と
対
峙
し
、
経
済
憲
法
的
思
考
の
勝
利
を
助
け
る
た

め
に
全
力
を
傾
注
す
る
義
務
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（S.71f.

）。

し
か
し
、
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ベ
ー
ム
が
慎
重
な
言
い
回
し
な
が
ら
、
ナ
チ
政
治
体
制
と
明
確
に
一
線
を
画
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
彼
は
一
般
論
の
形
を
と
り
つ
つ
、「
実
践
的
＝
政
治
的
な
構
築
計
画
」「
も
ろ
も
ろ
の
実
践
的
ア
イ
デ
ア
」
と
、
そ
の
起
源

た
る
「
世
界
観
的
ド
グ
マ
」、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
根
拠
づ
け
」
と
を
区
別
す
る
必
要
を
指
摘
す
る
。「
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に

政
治
的
世
界
観
が
課
題
の
把
握
と
方
法
の
選
択
に
と
っ
て
非
常
に
決
定
的
だ
と
し
て
も
、
以
下
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
は
希
で
は
な
い

か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
実
践
的
ア
イ
デ
ア
が
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
世
界
観
を
超
え
て
生
き
延
び
る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
は
別
の
世
界
観

的
な
根
拠
づ
け
を
も
こ
っ
そ
り
押
し
つ
け
う
る
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
に
は
誕
生
の
時
代
に
流
行
し
て
い
た
哲
学
的
思
弁
よ

り
も
、
よ
り
高
次
の
叡
智W

eisheit

が
内
在
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
は
こ
の
新
し
い
根
拠
づ
け
を
必
要
と
し
て
さ
え
い
る
こ
と
」

（S.15

）。
つ
ま
り
、
ナ
チ
体
制
が
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
戦
略
目
標
に
そ
っ
て
生
み
出
し
た
実
践
的
着
想
や
方
法
は
、
経
済
的
自
由
主

義
の
立
場
か
ら
位
置
づ
け
直
し
、
時
の
政
体
を
こ
え
た
長
期
的
な
観
点
か
ら
ド
イ
ツ
国
民
経
済
の
た
め
に
役
立
て
う
る
と
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ナ
チ
経
済
政
策
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
基
本
的
論
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ー
ム
に
は
、
ナ
チ
体
制
下
で
は
「
大

規
模
な
、
見
極
め
が
た
い
歴
史
的
意
味
を
も
つ
も
ろ
も
ろ
の
試
み
が
進
行
中
」
だ
と
見
え
て
い
た
（S.52

）。
と
く
に
、
い
ま
発
進
し
よ

う
と
し
て
い
る
四
カ
年
計
画
を
ベ
ー
ム
は
、
雨
宮
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
（
前
掲
書
、
一
七
〇
九
─
一
七
一
頁
）
、
非
通
常
の
課
題
の
た

め
に
国
家
当
局
に
例
外
的
な
全
権
を
与
え
た
「
例
外
状
態
」、
通
常
の
時
期
に
可
能
で
あ
る
よ
り
遙
か
に
大
き
な
勢
い
で
「
持
続
性
を
ね

ら
っ
た
ノ
ー
マ
ル
な
経
済
憲
法
の
建
設
」
を
前
進
さ
せ
る
「
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
」
と
見
た
（S.180

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
時
的
な
も

「秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗（一）
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の
で
あ
る
こ
の
例
外
状
態
が
過
ぎ
た
後
に
、
フ
ェ
ア
な
業
績
競
争
、
競
争
秩
序
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
育
成
さ
れ
、「
非
常
に
多
く
の
こ
と

が
自
明
の
習
慣
に
な
っ
て
い
る
」
だ
ろ
う
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
直
接
的
な
、
決
定
的
道
具
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
が
、
三
六

年
一
〇
月
二
九
日
に
四
カ
年
計
画
遂
行
の
た
め
に
任
命
さ
れ
た
価
格
形
成
全
権
委
員
の
制
度
で
あ
り
、
ベ
ー
ム
は
こ
れ
を
単
な
る
価
格

監
視
で
は
な
く
、
見
通
せ
る
期
間
、「
国
家
的
市
場
指
導
」
と
い
う
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
全
権
を
も
つ
唯
一
の
機
関
と
位
置
づ
け
て
い

る
（S.178f.
）。
彼
ら
の
め
ざ
す
競
争
秩
序
に
と
っ
て
市
場
価
格
は
「
経
済
秩
序
の
道
具
」（S.141

）
と
し
て
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
、

そ
れ
ゆ
え
価
格
形
成
に
関
わ
る
当
局
は
枢
要
な
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
三
六
／
三
七
年
当
時
の
ベ
ー
ム
の
ナ
チ
経
済
体
制
と
政
策
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
そ
れ
な
り
の
根

拠
が
あ
っ
た
。
最
近
の
経
済
史
的
研
究
が
一
致
し
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
の
統
制
経
済
は
決
し
て
計
画
経
済
を
意
味
せ
ず
、

自
由
経
済
を
基
本
に
し
て
い
た
。
政
治
目
的
の
た
め
の
経
済
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
つ
ね
に
、
非
体
系
的
な
方
法
で
＝
規
制
の
枠
組
み
の

ア
ド
ホ
ッ
ク
な
変
更
や
追
加
的
介
入
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
工
業
に
対
し
て
直
接
の
指
令
や
明
白
な
強
制
の
手
法
は
ま
れ
に
し
か
用
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
工
業
は
相
当
程
度
の
企
業
家
的
自
律
性
を
保
持
し
、
ナ
チ
期
全
体
を
通
じ
て
私
企
業
は
、
長
期
的
な
利

潤
の
考
慮
の
も
と
に
行
動
し
得
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
が
重
視
し
た
価
格
形
成
全
権
委
員
の
制
度
も
、
少
く
と
も
当
初
の

設
立
意
図
は
新
自
由
主
義
者
の
考
え
と
整
合
的
な
も
の
だ
っ
た
。
Ａ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
当
局
は
こ
の
制
度
の
設
置
と

同
時
に
だ
し
た
価
格
凍
結
令
を
、
価
格
の
イ
ン
フ
レ
的
上
昇
を
阻
止
す
る
た
め
の
暫
定
的
な
手
段
、
必
要
悪
と
考
え
て
お
り
、
長
期
的

に
は
経
済
的
に
正
当
な
価
格
を
発
展
さ
せ
る
価
格
政
策
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
実
に
は
、
官
僚
制
的
統
制
に
帰
す

る
の
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
ナ
チ
国
家
の
要
請
に
応
え
て
価
格
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
参
加
し
た
工
業
界
は
、
個
々
の
場
合
に
例
外
を
設
け

て
利
害
を
貫
く
チ
ャ
ン
ス
を
も
ち
、
こ
う
し
て
価
格
シ
ス
テ
ム
の
首
尾
一
貫
性
の
な
さ
と
そ
れ
ゆ
え
の
さ
ら
な
る
国
家
介
入
へ
の
転

換
・
官
僚
制
化
と
い
う
帰
結
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
今
し
ば
ら
く
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（

）
２５

（

）
２６
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こ
う
し
て
四
カ
年
計
画
発
足
当
時
、
経
済
界
に
ま
だ
自
立
的
な
私
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
、
長
期
的
な
意
味
で
の
経
済
合
理
性
が
か
な

り
の
程
度
作
用
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
状
況
の
も
と
で
ベ
ー
ム
は
、
大
き
な
変
化
の
予
測
さ
れ
る
例
外
状
態
の
時
期
に
必
要
な

の
は
、
政
治
的
指
導
部
の
統
一
性
を
バ
ッ
ク
に
し
包
括
的
な
全
権
を
も
つ
実
践
的
な
機
構
の
建
設
、
お
よ
び
「
実
践
的
に
責
任
を
負
う

諸
当
局
の
上
に
」
あ
っ
て
「
参
謀
本
部
的
な
活
動
を
す
る
組
織
」、
す
な
わ
ち
最
上
級
の
専
門
的
原
則
の
策
定
、
経
験
集
約
、
学
問
と
の

結
合
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
教
育
活
動
を
任
務
と
す
る
、「
高
度
な
学
問
的
質
を
も
っ
た
道
具
」
だ
と
見
た
（S.177ff.,

183

）。

ま
さ
に

こ
れ
こ
そ
、
オ
イ
ケ
ン
ら
の
叢
書
緒
論
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
、
法
学
・
国
民
経
済
学
の
役
割
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
翌
三

八
年
の
オ
イ
ケ
ン
の
小
著
『
国
民
経
済
学

─
何
の
た
め
か

─
』
も
、
大
戦
以
来
経
済
に
対
す
る
国
家
の
関
係
が
深
い
と
こ
ろ
で
変

化
し
つ
つ
あ
る
中
で
の
国
民
経
済
学
の
新
し
い
実
践
的
な
課
題
を
こ
う
主
張
し
た
。
市
場
の
秩
序
を
超
え
て
「
全
経
済
の
真
の
秩
序
」

に
道
を
開
く
こ
と
、「
統
一
的
な
経
済
憲
法
」（
国
民
的
経
済
生
活
の
全
秩
序
に
つ
い
て
の
全
決
定
）
の
理
念
を
把
握
し
細
部
に
至
る
ま
で
仕

上
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
全
経
済
人
の
業
績
意
志
が
完
全
に
展
開
す
る
よ
う
な
秩
序
を
つ
く
り
、
経
済
全
体
を
明
瞭
な
ゲ
ー
ム
の
規
則
の

も
と
に
置
く
た
め
の
介
入
に
は
、
経
済
学
の
協
働
は
不
可
欠
で
あ
る
、
と
。

以
上
か
ら
、
四
カ
年
計
画
発
足
前
後
ま
で
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の
基
本
思
想
と
対
ナ
チ
・
ス
タ
ン
ス
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
彼
ら
の
目
指
す
競
争
秩
序
の
特
質
は
、
内
外
の
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
的
レ
ッ
セ

フ
ェ
ー
ル
資
本
主
義
の
危
機
の
中
で
再
発
見
さ
れ
た
古
典
派
経
済
学
・
プ
ラ
ス
・
も
は
や
自
然
に
は
あ
り
得
な
い
自
由
な
競
争
の
条
件

整
備
の
た
め
に
介
入
す
る
強
力
な
国
家
で
あ
る
。
そ
の
経
済
的
自
由
主
義
は
、
福
祉
国
家
に
つ
な
が
る
「
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と

は
ベ
ク
ト
ル
が
逆
向
き
の
、
福
祉
国
家
（
社
会
国
家
）
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
新
自
由
主
義
に
他
な
ら
ず
、
彼
ら
が
強
調
す
る
自
由
は
、
経

済
す
る
主
体
の
自
発
性
、
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
、
自
己
決
定
の
自
由
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
由
の
実
現
が
す
な
わ
ち
彼
ら
の
め
ざ
す
価

格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
す
る
完
全
競
争
秩
序
な
の
だ
が
、
ま
だ
自
由
そ
れ
自
体
の
意
義
は
意
識
的
な
考
察
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（

）
２７
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経
済
的
自
由
、
完
全
競
争
と
い
う
目
標
は
、「
経
済
的
最
良
状
態
」「
最
高
の
経
済
性
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の
目
に
は
、
ナ
チ
国
家
は

─
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
政
治
的
目
標
に
基
づ
い
て
だ
が

─
全
体

的
観
点
か
ら
秩
序
政
策
的
規
制
を
行
い
う
る
実
践
的
方
法
・
制
度
を
手
に
し
た
「
強
い
国
家
」
に
見
え
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
ナ

チ
経
済
体
制
が
こ
の
時
点
で
は
中
央
管
理
経
済
の
方
向
へ
行
く
の
か
、
市
場
経
済
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
再
建
に
向

か
う
の
か
、
な
お
未
決
だ
と
見
て
お
り
、
長
期
的
観
点
か
ら
後
者
の
傾
向
を
強
化
す
る
た
め
に
、
経
済
的
利
害
か
ら
中
立
の
専
門
家
と

し
て
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
こ
う
と
し
た
。

第
三
に
、
ナ
チ
国
家
と
経
済
へ
の
そ
の
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
つ
前
提
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
へ
の
峻
拒
、
一
般

に
教
養
市
民
層
を
魅
了
し
た
ナ
チ
ズ
ム
の
「
刷
新
」「
私
益
に
対
す
る
公
益
の
優
先
」
と
い
う
看
板
に
彼
ら
も
ま
た
期
待
し
た
こ
と
、
敗

戦
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
下
の
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ト
ラ
ウ
マ
を
彼
ら
も
ま
た
共
有
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ

の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
公
刊
さ
れ
た
彼
ら
の
著
作
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
先
に
も
言
及
し
た
一
九
三
六

年
の
講
演
で
、
ナ
チ
権
力
掌
握
が
歓
迎
さ
れ
た
当
初
の
気
分
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
国
民
経
済
学
者
は
、
取
り
組
む

あ
ら
ゆ
る
問
題
に
お
い
て
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
命
令
の
致
命
的
な
帰
結
」
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
こ
の
不
正
義
と
そ
れ
に
由
来
す

る
非
理
性U

nvernunft

の
、
心
穏
や
か
な
ら
ざ
る
状
態Friedlosigkeit

の
除
去
に
全
力
を
挙
げ
て
協
働
す
る
こ
と
は
、
最
も
緊
急
の

課
題
で
あ
り
義
務
で
あ
っ
た
」。
ナ
チ
ズ
ム
の
権
力
掌
握
は
「
国
民
的
、
社
会
的
、
倫
理
的
躍
動
」
と
見
え
、「
過
去
の
弱
さ
と
屈
辱
の

克
服
と
、
人
間
と
諸
民
族
の
共
生
の
た
め
の
倫
理
的
な
基
礎
へ
の
見
込
み
」
が
現
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、「
こ
の
勢
力
に
学
問
の
側
か
ら

も
奉
仕
す
る
誠
実
な
意
志
は
自
明
で
あ
っ
た
」
と
。

最
後
に
、
彼
ら
の
ナ
チ
経
済
政
策
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
政
治
目
標
や
戦
争
目
的
そ
の
も
の
へ
の
奉
仕
で
は
な
く
、
長
期

的
観
点
か
ら
み
て
あ
る
べ
き
ド
イ
ツ
国
民
経
済
の
た
め
に
、
中
央
管
理
経
済
へ
の
傾
向
が
強
ま
る
の
を
回
避
し
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

（

）
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機
能
し
経
済
主
体
の
自
発
性
と
自
己
決
定
が
保
証
さ
れ
る
方
向
性
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
四
カ
年
計
画

発
足
の
年
一
九
三
六
年
か
ら
執
筆
が
開
始
さ
れ
三
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
ラ
ン
ペ
の
『
一
般
国
防
義
務
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ラ
ン
ペ

は
、
こ
れ
は
純
粋
に
学
問
的
研
究
、
一
般
理
論
で
あ
り
、
政
治
指
導
や
実
践
的
経
済
政
策
と
の
一
致
を
証
明
す
る
こ
と
は
放
棄
し
て
い

る
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
戦
う
こ
と
を
核
心
と
す
る
本
書
は
、
経
済
政
策
的
編
成
活
動
に
役
立
つ
材
料
と
し
て
企
図
さ
れ
た
と
述

べ
て
い
る
（S.V

I-V
III

）。
ラ
ン
ペ
は
平
時
経
済
か
ら
戦
時
経
済
へ
の
転
換
と
い
う
課
題
の
遂
行
は
「
攻
撃
的
な
精
神
」
で
行
わ
れ
て
は

な
ら
ず
、「
将
来
の
戦
争
も
経
済
的
に
み
れ
ば
、
あ
る
の
は
敗
者
だ
け
だ
」
と
い
う
意
識
か
ら
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
「
最
も
厳
格
な
経
済
性
」
が
必
要
で
あ
り
、
経
済
法
則
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
価
格
強
制
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
は
放
棄
さ

れ
、
市
場
的
国
防
経
済
政
策
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
（S.2,

5,
10,
12

）。
要
す
る
に
、
市
場
経
済
＝
価
格
シ
ス
テ
ム
の
調

整
機
能
が
経
済
動
員
と
戦
時
国
防
経
済
の
局
面
で
も
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
中
央
集
権
的
な
国
家
統
制
経
済
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
学
問
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
四
カ
年
計
画
下
で
競
争
経

済
の
秩
序
や
、
そ
の
た
め
の
学
問
・
専
門
家
の
協
働
が
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
自
体
、
ナ
チ
ズ
ム
の
政
治
目
的
と
戦
争
目
的
に
奉
仕
す
る

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
・
矛
盾
が
、
お
そ
ら
く
は
自
己
批
判
を
こ
め
て
自
覚
さ
れ
る
の
は
ず
っ
と
後
の

こ
と
で
あ
る
（
後
述
）
。

と
は
い
え
、
現
実
に
は
、「
国
民
経
済
協
会
」
の
帰
趨
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
す
で
に
早
く
か
ら
学
問
・
専
門
家
の
立
場
と
ナ
チ
体

制
は
衝
突
の
局
面
を
含
ん
で
い
た
。
ラ
ン
ペ
も
学
問
の
自
由
を
強
調
し
て
い
た
が
、
オ
イ
ケ
ン
、
ベ
ー
ム
、
グ
ロ
ス
マ
ン
＝
デ
ル
ト
に

よ
る
叢
書
緒
論
も
既
述
の
よ
う
に
学
問
的
理
性
を
強
調
し
、
同
年
夏
学
期
の
オ
イ
ケ
ン
の
講
義
は
「
学
問
の
戦
い
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
。

当
時
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
学
長
就
任
後
、
大
学
の
新
指
導
部
と
反
対
派
教
授
の
間
で
緊
張
が
高
ま
り
、
学
問
の

自
由
が
抑
圧
さ
れ
、
思
想
的
対
立
が
露
わ
に
な
っ
て
い
た
。
オ
イ
ケ
ン
の
講
義
は
、
一
方
で
は
レ
ジ
ー
ム
に
批
判
的
な
人
び
と
と
の
出

（
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会
い
の
場
と
な
り
、
他
方
で
は
同
時
に
、
オ
イ
ケ
ン
に
論
争
を
挑
む
新
体
制
擁
護
者
の
結
集
点
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
受
講
生
は
当
初

の
三
七
人
か
ら
ま
も
な
く
三
百
人
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
。
講
義
終
了
後
に
ナ
チ
学
生
同
盟
が
討
論
会
を
開
き
、
オ
イ
ケ
ン
を
攻
撃
す
る

他
の
教
授
や
学
生
指
導
者
た
ち
と
の
間
で
活
発
な
論
争
が
生
じ
た
。
歴
史
家
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ッ
タ
ー
や
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
シ
ュ

ペ
ー
マ
ン
も
オ
イ
ケ
ン
の
側
に
立
っ
て
論
争
に
参
加
し
た
。

２

大
戦
中
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

オ
イ
ケ
ン
ら
が
学
問
的
理
性
に
基
づ
く
中
立
的
立
場
か
ら
の
国
民
経
済
学
の
協
働
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
世
間
に
明
ら
か
に
し
た
翌
年
、

一
九
三
八
年
は
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
・
ク
ラ
イ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
深
い
画
期
を
な
す
。
八
月
の
開
戦
の
危
機
、
九

月
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
略
、
一
一
月
ユ
ダ
ヤ
人
ポ
グ
ロ
ム
（「
帝
国
水
晶
の
夜
」）
と
続
き
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
は
年
内
に
は
体
制

へ
の
根
底
的
な
批
判
の
声
を
上
げ
、
教
会
の
領
域
に
お
い
て
だ
が
、
抵
抗
を
呼
び
か
け
る
覚
書
を
発
す
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
が
で
き

る
前
史
と
し
て
彼
ら
は
す
べ
て
、
敬
虔
な
信
仰
者
と
し
て
ナ
チ
体
制
の
早
い
時
期
か
ら
ナ
チ
ス
に
よ
る
宗
教
生
活
の
強
制
的
均
質
化
と

戦
っ
て
い
た
。
前
節
で
検
討
し
た
彼
ら
の
活
動
や
発
言
だ
け
で
三
〇
年
代
の
彼
ら
の
思
想
や
ナ
チ
国
家
に
対
す
る
姿
勢
は
捉
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
も
う
一
つ
の
面
を
検
討
す
る
前
に
、
分
野
的
な
関
係
か
ら
、
先
に
経
済
政
策
領
域
で
の
そ
の
後
の
展
開
を
簡
単
に

見
て
お
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
は
、
一
九
四
〇
年
一
月
、
ナ
チ
体
制
初
期
か
ら
の
「
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
中
に
、
第
四
部
会
＝
「
民

族
経
済
研
究
会
」E

rforschung
der
völkischen

W
irtschaft

を
設
置
す
る
。
議
長
と
し
て
第
四
部
会
を
招
集
す
る
イ
ェ
ン
ス
・

イ
ェ
ッ
セ
ン
は
現
下
の
国
民
経
済
学
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
と
経
済
の
融
合
が
持
続
的
に
進
ん
で
い
る
が
、

こ
の
発
展
が
生
じ
る
形
態
は
ド
イ
ツ
民
族
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
経
済

（
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的
疲
弊
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
い
な
い
「
経
済
に
お
け
る
集
団
的
な
大
衆
存
在
」、「
い
わ
ゆ
る
管
理
経
済
へ
の
中
間
状
態
」
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
民
の
生
活
に
お
け
る
新
た
な
章
と
し
て
始
ま
る
恐
れ
が
あ
る
。
個
々
人
の
活
動
と
広
く
目
配
り
す
る
国
民
経
済
の
指
導
と

が
結
び
つ
く
経
済
生
活
の
形
態
を
発
見
す
る
と
い
う
、
未
だ
か
つ
て
誰
も
歩
ん
だ
こ
と
の
な
い
道
を
切
り
開
く
た
め
に
、
学
問
と
実
践

と
の
、
と
く
に
ま
た
行
政
実
践V

erw
altungspraxis

と
の
結
合
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
。
第
四
部
会
の
も
と
に
は
、

「
国
民
経
済
理
論
」「
経
済
史
」「
社
会
政
策
」「
農
業
政
策
」「
通
貨
・
信
用
」「
金
融
」「
価
格
政
策
」「
交
通
政
策
」「
対
外
経
済
」
の

九
つ
の
作
業
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
は
主
に
「
国
民
経
済
理
論
」
研
究
会
（
Ｅ
・
ベ
ッ
ケ
ラ
ー
ト
が
議
長
・
四
〇
年
一

一
月
二
四
日
に
創
立
会
合
）
に
結
集
す
る
（
ベ
ー
ム
は
こ
こ
に
は
属
さ
ず
ケ
ル
ン
の
教
授
シ
ュ
メ
ル
ダ
ー
ス
が
議
長
を
務
め
る
「
価
格
政
策
」
委
員
会
に

参
加
し
た
）
。
Ｌ
・
ヘ
ル
プ
ス
ト
も
い
う
よ
う
に
、
私
的
所
有
と
企
業
家
の
私
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
前
提
と
し
た
ナ
チ
ス
は
、
こ
れ
と

「
公
益
優
先
」
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
漠
然
と
考
え
ら
れ
た
経
済
の
国
家
指
導
と
を
結
合
す
る
具
体
的
な
構
想
を
持
た
な
い
ま
ま
、
国

家
と
経
済
と
の
協
働
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
省
庁
官
僚
や
経
済
人
の
構
想
力
や
形
成
力
、
国
民
経
済
学
の
能
力
に
依
存
し
て
い
た
。

Ｈ
・
ヤ
ン
セ
ン
は
、
第
四
部
会
の
諸
委
員
会
に
参
加
し
た
各
分
野
の
指
導
的
な
経
済
学
者
た
ち
に
つ
い
て
、
事
実
上
、
多
く
の
点
で
社

会
政
策
学
会
の
後
継
者
と
し
て
現
れ
た
と
評
し
て
い
る
。
他
の
分
野
で
も
ナ
チ
ス
は
専
門
家
の
能
力
を
活
か
す
こ
と
に
は
非
常
に
長
け

て
い
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の
側
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
三
六
／
三
七
年
以
来
、
国
民
経
済
学
の
出
番
で
あ
り
、
長
期
的
な
観
点
か
ら

競
争
経
済
秩
序
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
だ
と
見
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
制
度
的
な
枠
組
み
が
作
ら
れ
た

と
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
制
度
的
に
も
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
な
ど
国
民
経
済
学
者
と
ナ
チ
ズ
ム
と
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
関

係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。「
国
民
経
済
理
論
」
研
究
会
は
、
総
力
戦
体
制
に
移
行
（
一
九
四
二
年
九
月
）
後
、
四
三
年
春
に
「
戦
時
不
急
」

と
し
て
解
散
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
は
そ
の
後
も
「
ベ
ッ
ケ
ラ
ー
ト
研
究
会
」
と
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
を
拠
点
に
、
戦
後
経

済
復
興
に
む
け
て
様
々
な
テ
ー
マ
で
討
議
し
報
告
書
を
作
成
す
る
活
動
を
続
け
る
。

（
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研
究
史
に
お
い
て
、
ベ
ッ
ケ
ラ
ー
ト
研
究
会
が
結
成
さ
れ
て
以
降
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
を
「
抵
抗
集
団
」
と
見
る
こ
と
に
基
本
的

に
対
立
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
第
四
部
会
に
つ
い
て
の
研
究
史
上
の
評
価
は
大
き
く
分
か
れ
て
お
り
、「
変
装
さ
れ
た
反
対

派
」
と
い
う
評
価
が
あ
る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
オ
ル
ド
自
由
主
義
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
架
橋
の
場
、
対
ナ
チ
協
力
な
い
し
一
体
化
の
場

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
の
中
間
で
、
ヤ
ン
セ
ン
は
、
圧
倒
的
多
数
が
ナ
チ
的
な
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
経
済
思
想
と
は
あ
ま
り
関

係
が
な
か
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
つ
つ
も
、
こ
の
部
会
の
な
か
に
抵
抗
集
団
を
見
る
こ
と
に
は
疑
問
を
呈
し
、
同
意
と
反
対
派
的
精
神
と

の
同
時
存
在
、
個
々
の
委
員
会
議
事
録
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
（Janssen,

S.213f.

）。
し
か
し
同
時
に
、
第
四

部
会
が
「
ナ
チ
ス
経
済
思
想
と
ナ
チ
ス
経
済
政
策
の
基
礎
と
の
批
判
的
対
峙
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
提
供
し
た
こ
と
は
確
か
だ
と

も
す
る
（S.215,

216

）。
筆
者
自
身
は
今
、
第
四
部
会
を
分
析
す
る
準
備
は
な
い
が
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
の
思
想
と
行
動

を
全
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
見
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
上
で
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
や
変
化
を
丁
寧
に
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
第
四
部
会
設
置
と
同
年
に
出
た
（
序
文
の
日
付
は
一
九
三
九
年
一
一
月
）
オ
イ
ケ
ン
の
主
著
の
一
つ
『
国
民
経
済
学
の
基
礎
』

（
以
下
『
基
礎
』）
は
、
ナ
チ
体
制
側
か
ら
も
抵
抗
側
か
ら
も
依
拠
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
副
理
事
長
エ
ム
ゲ
は
こ
れ
を
「
第
四

部
会
」
の
活
動
の
出
発
点
と
し
て
意
義
づ
け
、
ま
た
、
後
述
す
る
三
八
年
以
後
の
「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
」
に
お
い
て
も
討
議
さ

れ
て
い
く
。
第
二
に
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
経
済
政
策
・
経
済
秩
序
の
レ
ベ
ル
で
も
そ
の
発
言

は
開
戦
後
初
期
、
一
九
四
一
年
に
は
明
ら
か
な
変
化
を
み
せ
て
い
る
。
既
述
の
よ
う
に
結
果
と
し
て
首
尾
一
貫
性
を
欠
い
た
ナ
チ
ス
の

価
格
政
策
＝
価
格
凍
結
は
、
さ
ら
な
る
国
家
介
入
の
必
要
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
価
格
凍
結
は
全
体
と
し
て
賃
金
抑
制
と
と
も
に
利

潤
抑
制
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
輸
入
価
格
の
上
昇
を
招
い
た
た
め
、
不
満
を
募
ら
せ
た
工
業
界
は
様
々
な
抵
抗
戦
略
（
利
益
の
薄
い
製
品

の
生
産
を
停
止
し
た
り
、
よ
り
高
い
価
格
を
ね
ら
っ
て
高
品
質
生
産
に
傾
斜
し
て
並
品
質
の
製
品
の
供
給
不
足
を
招
い
た
り
、
わ
ず
か
に
変
え
た
製
品
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を
新
し
い
製
品
と
し
て
高
価
格
を
ね
ら
っ
た
り
、
価
格
規
制
の
な
い
製
品
と
抱
き
合
わ
せ
販
売
を
し
た
り
、
契
約
上
の
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
り
）
を

と
っ
た
。
そ
の
結
果
、
繊
維
、
鉄
、
鉄
鋼
で
は
供
給
不
足
が
生
じ
た
り
、
他
方
で
は
不
当
な
供
給
過
剰
が
生
じ
た
り
と
い
う
混
乱
が
生

じ
、
三
八
年
半
ば
に
は
価
格
全
権
委
員
は
い
っ
そ
う
の
規
制
強
化
と
い
う
対
抗
措
置
を
執
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
一
九

三
六
年
価
格
凍
結
令
以
来
の
価
格
統
制
は
、
当
面
イ
ン
フ
レ
を
防
い
だ
が
全
体
と
し
て
価
格
構
造
を
歪
曲
す
る
作
用
を
も
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歪
曲
作
用
は
消
費
財
部
門
よ
り
も
、
割
り
当
て
な
ど
直
接
的
統
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
一
層
強
く
服
し
た
（
軍
需

品
を
含
む
）
原
料
部
門
、
中
間
製
品
、
資
本
財
で
大
き
く
、
規
模
の
メ
リ
ッ
ト
や
合
理
化
が
効
果
を
上
げ
た
軍
需
関
連
工
業
で
は
顕
著
な

利
潤
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
状
況
で
、
第
四
部
会
の
「
価
格
政
策
委
員
会
」
は
四
一
年
一
一
月
三
日
、
戦
時
経
済
の
価
格
誘
導
シ
ス
テ
ム
へ
の
競
争
の

組
み
込
み
を
テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
（
議
長
は
オ
イ
ケ
ン
）
、
そ
の
成
果
が
翌
年
春
『
国
民
経
済
的
業
績
向
上
と
業
績

選
抜
の
手
段
と
し
て
の
競
争
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（R

oser,
S.74f.

）。
ヤ
ン
セ
ン
は
こ
の
書
の
基
調
を
、
計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
の
断

固
た
る
拒
絶
、
レ
プ
ケ
が
亡
命
地
で
書
評
に
書
い
た
よ
う
に
「
ナ
チ
ス
の
戦
時
経
済
と
強
制
経
済
の
完
全
な
失
敗
に
対
す
る
断
固
た
る

批
判
」
だ
と
評
価
し
て
お
り
（Janssen,

S.215

）、
ロ
ー
ザ
ー
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論
の
中
心
は
経
済
政
策
の
ナ
チ
的
コ
ー
ス
か

ら
の
離
脱
の
必
要
と
い
う
原
則
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（R

oser,
S.75,

76

）。
オ
イ
ケ
ン
は
右
の
書
へ
の
寄
稿
論
文
で
、

一
九
三
九
年
の
一
般
的
な
価
格
凍
結
以
来
の
強
ま
る
中
央
管
理
に
よ
っ
て
、
市
場
の
正
常
な
機
能
が
は
っ
き
り
と
阻
害
さ
れ
て
お
り

（
既
存
の
固
定
価
格
の
経
済
実
勢
と
の
乖
離
、
信
用
拡
大
に
よ
る
総
購
買
力
と
総
供
給
の
乖
離
、
非
効
率
的
な
資
源
配
分
な
ど
）
、
今
日
の
経
済
秩
序

は
持
続
的
な
秩
序
た
り
得
な
い
、
全
面
的
な
再
編
が
必
要
だ
と
指
摘
し
た
。

第
三
に
、
こ
の
こ
ろ
の
ラ
ン
ペ
の
文
書
か
ら
も
明
ら
か
な
変
化
が
読
み
取
れ
る
。
彼
は
一
九
四
〇
年
に
、
中
立
国
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル

ギ
ー
へ
の
侵
攻
に
抗
議
し
て
、
将
校
任
用
資
格
証
書O

ffizierspatent

を
返
還
す
る
と
い
う
形
で
公
然
と
体
制
へ
の
政
治
批
判
を
露
わ

（
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に
し
た
が
、
経
済
領
域
で
も
、
三
〇
年
代
半
ば
頃
「
市
場
経
済
秩
序
」
と
「
経
済
に
対
す
る
ナ
チ
国
家
の
態
度
」
は
一
致
す
る
と
書
い

た
の
と
は
う
っ
て
か
わ
り
、
四
一
年
春
に
は
ナ
チ
経
済
の
現
実
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
、
私
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ

ブ
を
最
強
に
展
開
さ
せ
る
と
し
た
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
政
府
の
言
明
と
は
「
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
道
」
が
歩
ま
れ
て
い
る
。「
経
済
の

官
僚
制
化
」
は
価
格
凍
結
と
信
用
創
造
の
帰
結
だ
と
証
明
さ
れ
て
い
る
の
に
、
役
に
立
た
な
い
直
接
的
経
済
指
導
の
形
が
堅
持
さ
れ
て

い
る
。「
中
央
管
理
経
済
の
原
則
的
な
肯
定
は
、
組
織
的
な
社
会
主
義
へ
の
逆
戻
り
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
中
央
管
理
経
済
は
究
極
的
に

は
「
唯
一
の
指
導
者
」
を
も
つ
体
制
だ
が
、
実
際
に
は
彼
が
日
々
数
百
万
の
決
定
を
出
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
は
ず
も
な
く
、「
中
央

管
理
経
済
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
不
可
避
的
に
…
…
あ
の
多
数
の
命
令
当
局
の
対
立
を
も
た
ら
す
」
と
、
独
裁
と
カ
オ
ス
と
の

結
合
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
ほ
ぼ
一
九
四
一
年
初
め
に
は
ナ
チ
中
央
管
理
経
済
と
い
う
現
実
へ
の
公
然
た
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
。
し
か
し
、
第
四
部
会
を
め
ぐ
る
研
究
史
上
の
大
き
な
対
立
が
そ
れ
で
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
活
動
が
、
ナ
チ
ス

の
政
策
目
標
と
ど
の
よ
う
に
ク
ロ
ス
し
て
い
た
の
か
も
含
め
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
学
問
と
ナ

チ
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
深
い
、
根
本
的
な
矛
盾
や
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
が
長
期
的
な
観
点

か
ら
、
現
行
経
済
の
硬
直
化
の
弊
害
を
緩
和
す
る
競
争
と
の
結
合
を
め
ざ
し
、
そ
の
た
め
の
様
々
な
改
善
提
案
を
し
、
仮
に
そ
れ
ら
が

奏
功
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は
戦
時
経
済
下
で
も
私
的
な
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
の
自
由
、
人
間
の
自
己
選
択
・
自
己
決
定
の
余
地
を

留
保
・
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
短
期
的
に
は
ナ
チ
戦
時
経
済
＝
侵
略
戦
争
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

オ
イ
ケ
ン
は
『
国
民
経
済
学

─
何
の
た
め
か

─
』
の
第
二
版
（
一
九
四
七
年
）
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
は
暗
黙
の
自
己
批
判
を
交

え
つ
つ
、
国
家
権
力
と
こ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
学
問
と
の
関
係
が
は
ら
む
問
題
性
を
直
視
し
て
い
る
。
彼
は
、
学
問
と
権
力
と
の
両
義

的
な
関
係
、
学
問
（
科
学
）
が
国
家
権
力
に
奉
仕
す
る
と
き
に
現
れ
る
深
刻
な
問
題
、
す
な
わ
ち
学
問
が
し
ば
し
ば
際
限
の
な
い
も
の
に
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な
る
傾
向
を
も
つ
権
力
の
道
具
に
な
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
。
自
然
科
学
が
こ
の
道
を
先
に
進
ん
だ
が
、
国
民
経
済
学
の
作

用
に
も
「
こ
の
深
い
分
裂
性
」
が
あ
り
、「
国
民
経
済
学
も
物
理
学
や
化
学
が
経
験
し
た
の
と
同
じ
運
命
に
苦
し
む
。
そ
れ
は
権
力
闘
争

に
お
い
て
疑
わ
し
い
役
割
を
果
た
す
危
険
に
陥
る
」（W

ozu,
2.A
ufl.,

S.62f.

）。
し
か
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
問
う
。「
い
か
が
わ
し
い

時
代
に
は
、
よ
り
よ
い
性
質
の
持
ち
主
た
ち
に
はden

besseren
N
aturen

外
的
な
現
実
か
ら
生
き
生
き
し
た
内
面
生
活
に
引
き
こ

も
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う

─
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
う
考
え
た

─
。
学
問
に
と
っ
て
経
済
政
策
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

─
ま
さ
に
示

さ
れ
た
よ
う
に

─
非
常
に
疑
わ
し
い
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策
か
ら
手
を
引
き
、
純
粋
な
研
究
だ
け
に
貢
献
す
る
の
が
よ
り

良
く
は
な
い
の
か
」。
オ
イ
ケ
ン
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。「
否
。
よ
り
よ
い
性
質
の
持
ち
主
た
ち
が
内
面
生
活
に
撤
退
す
る
な
ら
ば
、

そ
も
そ
も
い
か
が
わ
し
い
時
代
は
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
さ
れ
る
の
か
。
そ
し
て
国
民
経
済
学
に
と
っ
て
は
次
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。

日
々
の
経
済
的
政
策
闘
争
を
遙
か
に
超
え
る
、
し
た
が
っ
て
本
質
的
に
別
の
性
格
を
も
ち
、
そ
の
解
決
に
は
学
問
の
協
働
を
必
要
と
す

る
、
経
済
政
策
課
題
の
大
き
な
複
合
体
も
ま
た
存
在
す
る
」（S.66

）。

こ
の
よ
う
に
オ
イ
ケ
ン
は
戦
後
に
、
ナ
チ
体
制
下
で
の
彼
ら
の
活
動
が
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
こ
に
は
、
単
な
る
弁
明
で
は
な
い
真
実
も
ま
た
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
は

─
ヘ
ル
プ
ス
ト
も
指
摘
す
る
よ

う
に

─
も
と
も
と
四
カ
年
計
画
以
来
実
践
さ
れ
た
直
接
的
経
済
指
導
の
方
法
を
過
渡
的
な
も
の
と
見
て
い
た
。
そ
れ
に
、
当
初
の
言

明
や
意
図
に
反
し
て
中
央
管
理
経
済
の
度
合
い
を
強
め
る
ナ
チ
体
制
は
、
一
時
の
政
体
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
持
続
す
る
国
民
の
経

済
生
活
＝
国
民
経
済
に
と
っ
て
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
か
さ
ぶ
た
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
そ
の
後
の
長
く
続
く
ノ
ー
マ

ル
な
状
態
で
あ
る
。
歴
史
学
派
第
三
世
代
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
も
引
き
継
ぐ
彼
ら
が
、
こ
の
長
期
的
な
視
点
か
ら
専
門
家
と
し
て
影
響

力
行
使
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
は
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ナ
チ
戦
時
統
制
経
済
の
効
率
化
へ
の
貢
献
と
い
う
局
面
も
伴
っ
て
い
た
こ

と
は
否
め
な
い
と
し
て
も
、
ナ
チ
国
家
そ
の
も
の
や
そ
の
戦
略
的
目
標
へ
の
奉
仕
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
フ

（

）
４４

「秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗（一）

（阪大法学）６０（４-29）747〔２０１０．１１〕



ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
を
経
済
政
策
に
関
わ
る
活
動
か
ら
離
れ
て
当
時
の
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
る
と
き
一
層
明

ら
か
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
何
度
か
言
及
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
と
し
て
早
く
か
ら
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
と

対
決
し
て
い
た
。（
以
下
次
号
）

（
１
）

A
.
G
iddens,

T
he
T
hird

W
ay.T
he
R
enew

al
of
Social

D
em
ocracy,

C
am
bridge

1998.

佐
和
隆
光
訳
『
第
三
の
道
』
日
本
経
済
新

聞
社
、
一
九
九
九
年
）。R

.
D
ahrendorf,

E
in
neuer

D
ritter

W
eg?
R
eform

politik
am
E
nde
des
20.Jahrhunderts,

T
übingen

1999

藤
井
篤
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
社
会
民
主
主
義
の
挑
戦
」（
高
橋
進
・
坪
郷
実
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
新
世
紀
』、
早
稲
田
大
学
出

版
部
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）。
欧
米
の
福
祉
国
家
再
編
に
関
わ
る
最
新
の
政
治
学
的
検
討
と
し
て
高
橋
進
編
著
『
包
摂
と
排
除
の
比
較
政
治
学
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

（
２
）

D
,
H
aselbach,

A
utoritärer

Liberalism
us
und

Sozial
M
arktw

irtschaft,
B
aden-B

aden
1991.

こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
と
し
て
、

拙
稿
「
ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
の
誕
生
」『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
参
照
。

（
３
）

権
上
康
夫
編
著
『
新
自
由
主
義
と
戦
後
資
本
主
義
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、
第
一
章
参
照
。

（
４
）

以
上
こ
の
章
は
、

前
掲
拙
稿
に
基
づ
く
。

（
５
）

M
itglieder-V

erzeichnis,
in:
A
rchiv

für
C
hristlich-D

em
okratische

Politik
(A
C
D
P),
01-256-003/1.

（
６
）

H
.
G
rossekettler,

A
dolf

Lam
pe,
die
T
ransform

ationsproblem
e
zw
ischen

Friedens-
und

K
riegsw

irtschaften
und

die

A
rbeitsgem

einschaft
E
rw
in
von

B
eckerath,

in:
G
oldschm

itd
(H
g.),

W
irtschaft,

Politik
und

F
reiheit,

T
übingen

2005,

S.92ff.

（
７
）

Lam
pe,
R
undschreiben

N
r.1,
E
nde

Jan.1933,
in:
A
C
D
P,
01-256-003/1.

（
８
）

R
undschreiben

N
r.7:
Politik,

W
irtschaftspraxis

und
W
issenschaftstheorie,

Juli
1933,

in:
A
C
D
P,
01-256-003/1.

（
９
）

Lam
pe
an
M
itglieder

des
Sem
inars

G
rossm

ann=D
oerth-Lam

pe,
D
ez.1933,

in:
A
C
D
P,
01-256-001/2.

（

）

Leitsätze
zum

V
ortrag

von
Prof.D

r.A
dolf

Lam
pe

über
“N
ationalsozialism

us,
W
irtschaftsw

issenschaft
und

１０W
irtschaftspraxis”,

M
itte

D
ez.1934,

in:
A
C
D
P,
01-256-001/1;

R
undschreiben

N
r.36,

den14.O
kt.1935

:
Leitsätze

zum

論 説
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V
ortrag

von
Prof

A
dolf

Lam
pe
über:

“Führertum
,
Freiheit

und
B
indung

in
der
U
nternehm

erw
irtschaft”,

gelegentliche

der
42.Zusam

m
enkunft

der
V
G
am
14.X
.1935,

in:
A
C
D
P,
01-256-003/1;

Lam
pe,
Leitsätze

zu
einer

D
iskussion

über

W
irtschaftstheorie

und
Liberalism

us,
o.D
.,
in:
A
C
D
P,
01-256-001/2.

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
労
働
戦
線
の
社
会
政
策
に
つ
い
て
、
拙
稿

「『
科
学
的
経
営
管
理
』
運
動
と
ナ
チ
ズ
ム
」『
阪
大
法
学
』
第
五
九
巻
第
三
・
四
号
参
照
。

（

）

R
undschreiben

N
r.36,

op.cit.

１１
（

）

Lam
pe
an
H
errn

dipl.rer.pol.M
ax
B
rücker,

den
4.
M
ai
1934,

A
nlage3:

B
rief
D
r.D
ehoff

an
seine

Frau
18.Feb.1934,

１２in:
A
C
D
P,
01-256-001/1.

（

）

H
.
G
rossekettler,

A
dolf

Lam
pe,
op.cit.

,S.93.

１３
（

）

N
SD
A
P
K
reisleitung

Freiburg
an
H
errn

U
niversitätsprofessor

D
r.Lam

pe,
26.M

ärz
1935,

in:
A
C
D
P,
01-256-001/1.

１４
（

）

Lam
pe
an
E
ucken,

2.M
ärz
1936,

in:
01-256-001/1;

A
bschrift.

E
ucken

an
Lam
pe,
17.3.1936,

in:
A
C
D
P,
01-256-

１５001/1:
Lam
pe
an
E
ucken,

20.M
ärz
1936,

in:
01-256-001/1;

Lam
pe
an
E
ucken,

3.A
ug.1936,

in:
01-256-001/2;

Lam
pe
an

E
ucken,

6.M
ärz
1937,

in:
01-256-001/2.

（

）

F.
B
öhm
,
R
echt

und
M
acht,

in:
D
ie
T
atw
elt,
Jg.10,

1934.

１６
（

）

前
掲
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
所
収
拙
稿
、
一
九
頁
。
リ
ュ
ス
ト
ウ
も
ま
た
社
会
政
策
学
会
ド
レ
ス
デ
ン
大
会
で
「
よ
り
高
次
の
全
体
と
い
う
意
味
で

１７再
び
中
立
に
な
っ
た
」
自
立
的
で
強
力
な
国
家
、「
権
威
と
指
導
に
よ
っ
て
卓
越
し
う
る
国
家
」
を
語
っ
て
い
た
。
同
、
二
〇
頁
。

（

）

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
『
現
代
国
家
と
憲
法
・
自
由
・
民
主
制
』
風
行
社
、
一
九
九
九
年
、
一
三
七
─
一
三
八
頁
、
Ｍ
・
ク
リ
ー
レ
『
平
和
・

１８自
由
・
正
義
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
九
年
、
四
七
六
─
四
九
九
頁
参
照
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
『
憲
法
論
』（
一
九
二
九
年
）
に
お
い
て
、
一
九

一
九
年
以
降
も
憲
法
理
論
は
依
然
と
し
て
完
全
に
戦
前
の
思
考
過
程
に
止
ま
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。『
憲
法
論
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九

七
年
、
七
七
頁
。
ち
な
み
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
歴
史
家
Ｇ
・
リ
ッ
タ
ー
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
は
ワ
イ
マ
ル
憲
法
が
深

い
断
絶
で
は
な
く
帝
政
の
立
憲
主
義
的
＝
二
元
的
伝
統

─
議
会
と
政
党
か
ら
独
立
の
執
行
権
と
い
う
彼
の
目
か
ら
積
極
的
な
伝
統

─
を
継

承
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。
ワ
イ
マ
ル
末
期
に
は
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
を
支
持
し
た
。Schw

abe/
R
/R
eichardt

(H
g.),

G
erhard

R
itter.E

in
politischer

H
istoriker

in
seinen

B
riefen,

B
oppard

am
M
ain1984,

S.63.

そ
し
て
ナ
チ
権
力
掌
握
直
後
に
は
保

守
派
の
多
く
の
人
々
と
同
様
、「
国
家
理
念
の
主
権
性
」
が
利
益
集
団
に
対
置
さ
れ
、「
自
由
、
社
会
的
公
正
お
よ
び
超
党
派
的
に
統
治
す
る
権

「秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗（一）
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威
の
国
家
と
し
て
」
ド
イ
ツ
再
建
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
（V

gl.Ibid.,
S.73,

256ff.:
B
rief,

N
r.42)

。

（

）

C
h.v,

D
ietze,

M
ein
G
laube

in
m
einem

B
eruf.V

ortrag
für
die
E
vangerische

W
oche

in
B
erlin

am
2.11.1936,

S.1,
in:

１９A
C
D
P,
I-345-012/2.

ベ
ー
ム
も
こ
の
三
四
年
論
文
で
ナ
チ
人
種
主
義
の
非
合
理
性
を
批
判
し
て
い
る
（V

gl.S.124ff.)

。
前
年
に
は
ナ
チ
ス

の
ユ
ダ
ヤ
政
策
を
批
判
し
た
こ
と
か
ら
、
バ
ー
デ
ン
文
部
省
は
、
審
査
委
員
会
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
が
合
格
と
し
た
彼
の
教
授
資
格

論
文
の
認
可
を
、「
反
ナ
チ
的
志
操
」
を
理
由
に
数
ヶ
月
延
期
し
た
。
こ
の
経
歴
ゆ
え
に
ベ
ー
ム
は
戦
後
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
補
償
条
約
委
員
会

の
長
を
努
め
る
こ
と
に
な
る
。O

tto
Schlecht,

Franz
B
öhm
:
W
issenschaftler

und
Politiker,

in:
Ludw

ig-E
rhard-Stiftung

(H
g.),

W
irtschaftsordnung

als
A
ufgabe.

Zum
100.

G
eburztag

von
F
ranz

B
öhm
,
K
refeld

1995,
S.8;

T
.R
oser,

Protestantism
us
und

Soziale
M
arktw

irtschaft,
M
ünster

1996,
S.42ff.

（
以
下R

oser

と
本
文
中
に
注
記
）

（

）

R
undschreiben

N
r.26,

A
nfang

Sept
1934,

in:
A
C
D
P,
01-256-003/1;

R
undschreiben

N
r.36,

op,
cit

２０
（

）

Lam
pe,
Leitsätze

zu
einer

D
iskussion

über
W
irtschaftstheorie

und
Liberalism

us,
o.D
.,
in:
A
C
D
P,
01-256-001/2.

２１
（

）

F.
B
öhm
,
D
ie
O
rdnung

der
W
irtschaft

als
geschichtliche

A
ufgabe

und
rechtsschöpferische

Leistung,
Stuttgart/B

erlin

２２1937;

雨
宮
昭
彦
『
競
争
秩
序
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
第
四
章
も
こ
の
書
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

（

）

小
野
塚
知
二
編
著
『
自
由
と
公
共
性
』
日
本
経
済
評
論
社
二
〇
〇
九
年
、
序
章
、
第
一
章
参
照
。

２３
（

）

拙
著
『
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
世
界
と
ナ
チ
ズ
ム
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
、
終
章
参
照
。

２４
（

）

た
と
え
ば
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
明
瞭
に
な
っ
て
い
た
鉄
・
鉄
鋼
の
不
足
に
も
関
わ
ら
ず
、
鉄
鋼
業
界
は
、
軍
需
ブ
ー
ム
の
間
も
な
い

２５終
焉
を
見
越
し
て
、
過
剰
設
備
に
な
る
の
を
恐
れ
、
生
産
能
力
を
拡
大
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
ナ
チ
ス
は
一
九
三
七
年
に
、
経

済
合
理
性
に
反
す
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
鉄
鋼
会
社
の
設
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。C

h.B
uchheim

,
Introduktion:

G
erm
an
Industrie

in
the

N
azi
Period,

in:
C
h.
B
uchheim

(od.),
G
erm
an
Industrie

in
the
N
azi-Period,

Stuttgart2008,

pp.15-19.

ナ
チ
経
済
思
想
に
つ
い
て
柳
澤
治
『
戦
前
・
戦
時
日
本
の
経
済
思
想
と
ナ
チ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
第
五
章
も
参
照
。

（

）

A
.
Steiner,

Industriy
and

A
dm
inistrative

Price
R
egulation

1933-1938/39,
in:
C
h.B
uchheim

(ed.),
G
erm
an
Industriy

２６in
the
N
azi
Period,

pp.87ff.

（

）

E
ucken,

N
ationalökonm

ie-W
ozu?,

Leipzig
1938,

S.
53ff.

（
以
下
本
文
中
にW

ozu

と
略
記
）

２７
（

）

C
h.v.D

ietze,
M
ein
G
laube

in
m
einem

B
eruf,

op.cit.

２８

論 説
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（

）

A
.
Lam
pe,
A
llgem

eine
W
ehrw

irtschaftslehre,
Jena

1938.

２９
（

）

N
.
G
oldschm

idt,
E
ntstehtung

und
V
erm
ächtnis

ordoliberalen
D
enkens,

M
ünster

2002,
S.118ff.;

ders./M
.W
ohlgem

uht

３０(H
g.),
G
rundtexte,

op.cit.,
S.5.

（

）
Jens

Jessen,
Ü
ber
die
A
ufgaben

der
W
irtschaftsw

issenschaft,
in:
Zeitschrift

der
A
kadem

ie
für
D
eutsches

R
echt,

Jg.7,
３１H

.3,
Feb.1940,

S.37f.

（

）

L.
H
erbst,

T
otale

K
rieg

und
die
O
rdnung

der
W
irtschaft,

Stuttgart
1982,

S.80f.,
147f.

３２
（

）

H
.
Janssen,

N
ationalökonom

ie
und

N
ationalsozialism

us,
M
arburg

2000,
S.212

（
以
下Janssen

と
本
文
中
に
注
記
）。
ロ
ー

３３ザ
ー
も
同
様
の
見
方
で
あ
る
。T

.R
oser,

op.cit.,
S.73.

（

）

ベ
ッ
ケ
ラ
ー
ト
研
究
会
と
そ
の
戦
後
構
想
に
つ
い
て
藤
本
建
夫
『
ド
イ
ツ
自
由
主
義
経
済
学
の
生
誕
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、

３４第
一
三
章
第
四
節
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。

（

）

B
lum
enberg-Lam

pe,
D
as
w
irtschaftspolitische

Program
m
der
F
reiburger

K
reise,

B
erlin

1973,
S.
29;
R
oser,

op.cit.,

３５S.72ff.

大
野
英
二
も
基
本
的
に
こ
の
立
場
で
あ
る
。『
ナ
チ
親
衛
隊
知
識
人
の
肖
像
』
未
来
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
六
─
二
二
三
頁
参
照
。
第

四
部
会
を
招
集
し
た
イ
ェ
ッ
セ
ン
は
、
も
と
は
確
信
的
な
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
開
戦
前
に
、
そ
の
中
か
ら
七
月
二
〇
日
事
件
へ
と
行

き
着
く
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
が
形
成
さ
れ
て
い
く
「
水
曜
会
」
に
参
加
、
ナ
チ
国
民
経
済
学
者
か
ら
転
向
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
（
最
終
的
に
七
月

二
十
日
の
謀
反
に
加
わ
り
絞
首
刑
）
も
念
頭
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
藤
本
前
掲
書
四
六
二
、
四
六
五
頁
。

（

）

D
.
H
aselbach,

op.cit.,
S.
94-98;

L.
H
erbst,

T
otale

K
rieg,

op.cit.,
S.149;

雨
宮
前
掲
書
、
第
五
章
。

３６
（

）

C
.A
.E
m
ge,
A
us
der

A
rbeit

der
A
kadem

ie
für
D
eutsches

R
echt

im
Jahre

1941,
in:
Zeitschrift

der
A
kadem

ie
für

３７D
eutsches

R
echt,

H
.22/23,

1.D
ez.1941,

S.360.

（

）

ト
ラ
イ
ブ
は
オ
イ
ケ
ン
が
経
済
政
策
の
議
論
を
し
つ
つ
も
ナ
チ
当
局
と
衝
突
し
な
い
形
で
の
執
筆
に
成
功
し
た
と
控
え
め
な
表
現
を
し
、

３８藤
本
や
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
は
明
確
に
ナ
チ
批
判
の
書
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ト
ラ
イ
ブ
『
経
済
秩
序
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
八
年
、
二
七
七
頁
。
藤
本
前
掲
書
、
四
八
〇
─
四
八
一
頁
、W

.
O
sw
alt,
Liberale

O
pposition

gegen
den
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